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第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

第1章  河川整備計画の目標に関する事項 

第 1節 流域及び河川の概要 

 
1. 流域の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石津川水系は、その源を堺市の南部に位置する泉北丘陵と呼ばれる丘陵地に発し、妙見
みょうけん

川、陶器
と う き

川、

和田
わ だ

川、甲斐田
か い だ

川、百済
く だ ら

川および百舌鳥
も ず

川を合わせ、堺市中心部を貫流して大阪湾に注ぐ流域面積

78.0km2、流路延長約55.0km（うち指定区間の流路延長約30.5km）の二級河川です。その流域の大部分

は堺市域であり、その他、和泉市および大阪狭山市にまたがっています。また、同水系には、堺市が

管理する伊勢路川、和田川、百舌鳥川の3つの準用河川が合流しています。 

下流部は市街化が進み、住宅地・商業用地・工業用地が混在しており、流域の中で最も人口が集中

している地域です。中流部は農地と住宅地が混在している地域です。上流部は自然豊かな農村風景が

広がっている一方、丘陵地は泉北ニュータウンとして昭和40年代より大規模な宅地開発が進展した地

域となっています。 

また、流域内には350箇所のため池が点在しています。ため池は、かんがい用水を安定的に供給し、

かんばつによる農作物の被害を軽減するという利水上の重要な役割を果たしてきましたが、近年、降

雨時に雨を貯留して洪水を防止するなどの治水機能を含む多面的機能が期待されています。 

図 1.1.1 石津川流域位置図 

図 1.1.2 石津川流域 

表 1.1.1 河川延長一覧表 

河川名 二級河川 準用河川 普通河川

石津川 12,974
百済川 2,351 480

和田川 8,422 1,266 2,170
陶器川 1,437 3,400

妙見川 1,995 2,560
甲斐田川 2,083

百舌鳥川 1,230 3,220
伊勢路川 2,520

美濃川 1,000

前田川 2,280
明正川 2,040

法道寺川 2,645
第２豊田川 880

計 30,492 7,006 17,455
単位：ｍ

大 阪 湾 堺堺堺堺堺市市市市市役役役役役所所所所所

石石石石石津津津津津川川川川川流流流流流域域域域域

兵兵兵兵兵庫庫庫庫庫県県県県県

奈奈奈奈奈良良良良良県県県県県

大大大大大阪阪阪阪阪府府府府府

淡淡淡淡淡路路路路路島島島島島
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 2. 流域の特性 

(1) 自然環境特性  

 1)  地形・地質 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 気候 
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流域は、温暖で降水量の少ない瀬戸内海式気候に属し、流域内に位置する大阪管区気象台堺観

測所における昭和 57年から平成 23年までの年平均気温は 16℃程度と温暖で、平均年降水量は約
1,200mm（全国平均 1,700mm）と少なく、ため池が数多く存在する背景となっています。上記
期間の平均降水量を月別で見ると、梅雨期の 6 月が 174mm、台風期の 9月が 143mm と多くな
っています。 

石津川流域の地形は、水源が泉北丘陵と呼ばれる標高 200m級の丘陵地であり、西へ向かって大

阪湾へと緩やかな自然傾斜を成しています。 

また、流域の地質は、中下流部が砂、礫、泥で形成された沖
ちゅう

積
せき

層
そう

であり、上流部は泥、砂、礫

の互層よりなる洪
こう

積
せき

層
そう

(大阪層群)です。 

図 1.1.3(1)  石津川流域地質図 

図 1.1.4  地形地域図 

図 1.1.5(1)  観測所(堺)の過去 30年間の月平均降水量・気温 

図 1.1.5(2)  観測所(堺)の年降水量と年平均気温の推移 

図 1.1.3 (2) A-A’断面図 
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出典：独立行政法人 産業技術総合研究所  
地質調査総合センター発効地質図 （平成 10年） 

出典：地形分類図 国土庁土地局（昭和 51年）  
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■大阪府とため池 

大阪府は、年間降雨量が約 1,300㎜と少ない上、水
量豊かな河川も少ないために、昔から農業用水源とし

てのため池の築造が盛んに行われてきました。その多

くは今から約 400年前に築造されたものと云われてい
ますが、中には、南河内の狭山池のように、古事記に

その記載が見られるほど古いものもあります。府内に

は、現在、約 11,100か所のため池があり、全国でもた
め池の多い府県の一つです。これらため池の水面積は 
約 2,400 haと大阪府面積（約 189,000 ha）の 1.3%を
占めており、甲子園球場の約 600個分に相当する大き
さです。ため池の分布状況は、北大阪地域 約 1,900ヶ
所、東部大阪地域 約 2,300 ヶ所（大阪市含む）、南河
内地域 約 3,300 ヶ所、泉州地域 約 3,600 ヶ所となっ
ており、大阪府の南部に多いことが分かります。 

 
■ため池の役割 

ため池は、昔から農地にかんがい用水を安定的に供給し、かんばつによる農作物の被害を少なくす

るという重要な役割を果たしてきました。また近年では、降雨時に雨を貯留して洪水を防止する機能

や、都市生活に“やすらぎ”と“うるおい”を与え、魅力ある地域を構成する貴重な環境資源として

の機能などため池の持つ多面的機能が注目されています。 
 
■これからのため池 

大阪府では、府内一円に点在するため池を府民の親水空間として活用するため、平成 3年 6月に「オ
アシス構想」を発表しました。本構想は 「農業・都市・自然の共生した“ため池”づくり」と「共に
守り・育てる“ため池文化”の創造」を基本目標に、地域住民と行政が一体となって、ため池を保全・

活用し、水と緑に包まれた“都市のオアシス”を府内一円に広げるもので、新たな視点に立った環境

づくりを目指すものです。平成 3年度からは、この構想の具体化を目指して、オアシス構想推進事業
を創設し、整備を進めています。平成 5年度からは、地域総合オアシス整備事業を創設し、数個のた
め池を群としてとらえ、オアシス整備などのため池の多面的機能を活かした総合整備を行っています。 
また、府民自らため池の快適環境づくりに取り組み、環境を大切にする心を府内一円に広げるため、

毎年「オアシス・クリ－ンアップ・キャンペ－ン」月間を設けています（11月）。さらに平成 12年度
より、ため池に身近に関与してきた人々を対象に、ため池の保全・活用の推進と環境コミュニティー

活動等への啓発を行うための「ため池環境コミュニティ会議」を開催しています。 
このように、大阪府では、オアシス構想を推進することにより、今後とも府民の身近な快適環境づ

くりを進めていきます。また、活断層による直下型大地震に加え、今世紀前半にも発生する可能性が

高いと言われている東南海・南海地震についても、ため池の耐震性の向上や、ため池の防災活用の調

査・検討を行い、ため池の改修等を推進していきます。 
出典：大阪府ホームページより一部編集 

流域界

凡 例

図 1.1.6(2) 堺市主要ため池分布図 

出典：｢堺市主要ため池分布図｣平成17年3月 
              堺市農業土木課 

 1500m500 0 500 1000 1500m0500

図 1.1.6(1)  石津川流域のため池（家原大池） 
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【光明
こうみょう

池
いけ

】 

光明池は、聖
しょう

武
む

天皇のお妃として孤児や病人の救済にたち、広く民衆に慕われた「光明皇后」が、大宝
たいほう

元年

[701 年]にこの池に生誕したという伝説にちなんで命名されました。光明池命名当時、地域の人々はとても喜
んでいたと伝えられています。 
泉北地域では、大正末期から昭和初期にかけて、時代の進展と人口増加とともに耕地面積が拡大されたにも

関わらず、農業用水はほとんどすべてを雨水に頼る状況でした。 
そのため、干ばつによる不作の年が 3年に 1回の割合で発生し、農家にとっては農業用水の確保が非常に深
刻な問題となっていました。 
このため、槇尾川からの取水によるため池の新設が検討され、昭和 3年[1928年]に大阪府知事より工事施工

が認可され、昭和 11年[1936年]に完成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.7 光明池築造前の泉北地域の地形図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1.1.8(2) 府内最大の貯水量を誇る光明池 図 1.1.8(3) 光明池オアシスフェスティバル

での魚の放流 

図 1.1.8(1) 光明池全景 

図 1.1.8(5) 洪水吐き（甲斐田川の水源） 図 1.1.8(4) 本堤防（池の北側） 

出典：光明池土地改良区  
ホームページ 

 

（昭和初期：緑色が農地  

地図右下の○が後の光明池） 
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3) 自然環境 

① 植物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

② 魚類等動物 

 

表 1.1.2(1) 魚類調査結果 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪狭山市 

河内長野市 

VII ヤブツバキクラス域代償植生

IX 植林地、耕作地植生

VIII 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等

VI ヤブツバキクラス域自然植生

図 1.1.9 現存植生分布図 

出典：第6回・第7回自然環境保全基礎調査(植生調査) (環境省:平成13年度・平成17年度) 

出典：二級河川 石津川外 河川水辺環境調査委託報告書（平成23年2月） 
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3 ギンブナ 淡 ○ ○ ○

フナ属 淡 ○ ○

4 オイカワ 淡 ○ ○

5 ヌマムツ Ⅰ類 淡 ○

ダニオ亜科 淡 ○

6 モツゴ 淡 ○

7 タモロコ 要注目 淡 ○ ○

8 ドジョウ科 ドジョウ Ⅱ類 淡 ○ ○ ○

9 カダヤシ目 カダヤシ科 カダヤシ ○ 淡 ○

10 ダツ目 メダカ科 メダカ ＶＵ Ⅱ類 淡 ○

11 スズキ目 サンフィッシュ科 ブルーギル ○ 淡 ○

12 オオクチバス ○ 淡 ○ ○

13 ボラ科 ボラ 汽 ○ ○

14 セスジボラ 汽 ○

15 ハゼ科 ドンコ 要注目 淡 ○ ○

16 カワアナゴ 情報不足 回 ○

17 マハゼ 汽 ○ ○

18 トウヨシノボリ（縞鰭型） 淡 ○ ○

ヨシノボリ属 - ○

5 7 5 1 6 6 4 5 3

生活型 ：淡＝純淡水種，回＝通し回遊種，汽＝汽水・海水種

重要種 ：環境省RL(VU:絶滅危惧Ⅱ類，DD:情報不足)，大阪・RDB(Ⅰ類，Ⅱ類，要注目，情報不足)

外来種 ：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で特定外来生物として指定されている種

種  数

生

活

型

確認箇所

環

境

省

R

L

大

阪

府

R

D

B

石津川 百済川 和田川

No

.
目名 科名 和名

重要種

外

来

種

○重要種 

【 環境省 RL 】 ：「レッドリスト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）」  

EX：絶滅  EW：野生絶滅  CR：絶滅危惧ⅠA類  EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類  NT：準絶滅危惧  DD：情報不足 

【 大阪府 RDB 】 ： 「大阪府における保護上重要な野生生物」  

絶滅、絶滅危惧Ⅰ類  絶滅危惧Ⅱ類  準絶滅危惧 

情報不足（現時点ではカテゴリーを評価するに足る情報が不足している種。） 

要注目種（上記区分以外で大阪府において保護上重要なもの。）  

石津川の中下流部では、過去の改修により河道が直線化されたことや堤防間際まで民家が接近し

たことにより河畔林が失われて貧弱な植生となっているものの、中流部では水田雑草群落（イネク

ラス）、上流部の丘陵地ではアベマキ－コナラ群集1)等が広がり、都市部では比較的豊かな植生と

なっています。また、和田川は、緩やかに蛇行して砂州が形成されているため、ススキ類等草木類

の植生が見られ、沿川には水田雑草群落（イネクラス）が広がっています。 

１）アベマキーコナラ群集：高木層にコナラ，アベマキ，クヌギの生育する落葉広葉樹二次林 
２）感潮域：海の潮汐の影響を受ける河川下流域 
３）重要種：環境省レッドリスト（絶滅危惧Ⅱ類、情報不足）及び大阪府レッドデータブック（Ⅰ類、Ⅱ類、要注

目、情報不足）に指定されている種 

水生生物は下流部の感潮域 2)ではボラやマハゼが生息し、石津川河口部や百済川下流では、純淡水魚のフナ属

の他、感潮域や淡水域を回遊するアユやウナギ、カワアナゴ、汚濁耐性の強いユスリカ類やミズミミズ類が見ら

れます。これに対し、石津川の上中流部や和田川では、コイやドジョウ、メダカ、流水環境を好むカゲロウやト

ビケラ等が見られます。石津川の最上流の普通河川区間では、重要種 3)のカワニナ、チリメンカワニナも確認さ

れています。また、百済川上流ではウナギ、コイ、トウヨシノボリ等が確認されています。 

さらに、石津川や和田川の中流部では、外来種であるオオクチバスやブルーギル、カダヤシ、アメリカザリガ

ニ等が確認されています。 
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表 1.1.2(2) 底生動物調査結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1.1.2(3) 底生動物調査結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神

石

橋

宮

本

橋

豊

田

北

妙

見

川

合

流

前

鉢
ヶ

峯

東

高

入

橋

百

舌

鳥

川

合

流

点

草

部

橋

美

木

多

上

1 普通海綿綱 ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ目 ﾀﾝｽｲｶｲﾒﾝ科 ﾀﾝｽｲｶｲﾒﾝ科 ○

2 ｱﾒﾘｶﾅﾐｳｽﾞﾑｼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ｱﾒﾘｶﾂﾉｳｽﾞﾑｼ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三岐腸目 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 - - - 紐形動物門 ○ ○ ○

5 ﾘﾝｺﾞｶﾞｲ科 ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ ○ ○

6 ﾀﾆｼ科 ﾋﾒﾀﾆｼ ○ ○

7 ｶﾜﾆﾅ科 ｶﾜﾆﾅ 要注目 ○

8 - ﾁﾘﾒﾝｶﾜﾆﾅ 要注目 ○

9 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科 ○

10 ｻｶﾏｷｶﾞｲ科 ｻｶﾏｷｶﾞｲ ○ ○ ○ ○

11 ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科 ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科 ○

12 二枚貝綱 ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ目 ｼｼﾞﾐ科 Corbicula属 ○ ○ ○ ○ ○

13 ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ目 ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ科 ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ科 ○ ○ ○ ○

14 ｴﾗﾐﾐｽﾞ ○ ○ ○ ○ ○

15 Nais属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Ophidonais属 ○ ○

17 Slavina属 ○ ○ ○

18 Stylaria属 ○ ○

ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ亜科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｲﾄﾐﾐｽﾞ科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 ﾂﾘﾐﾐｽﾞ目 ﾌﾄﾐﾐｽﾞ科 ﾌﾄﾐﾐｽﾞ科 ○

- - ﾐﾐｽﾞ綱 ○

20 ﾊﾊﾞﾋﾛﾋﾞﾙ ○

21 ﾇﾏﾋﾞﾙ ○ ○ ○

ｸﾞﾛｼﾌｫﾆ科 ○

22 ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ ○ ○

23 ﾅﾐｲｼﾋﾞﾙ ○ ○

ｲｼﾋﾞﾙ科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 ﾖｺｴﾋﾞ目 ﾏﾐｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 ﾌﾛﾘﾀﾞﾏﾐｽﾞﾖｺｴﾋﾞ ○ ○ ○

25 ﾜﾗｼﾞﾑｼ目 ﾐｽﾞﾑｼ科 ﾐｽﾞﾑｼ ○ ○ ○ ○ ○

26 ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ○ ○

Macrobrachium属 ○ ○

27 ｽｼﾞｴﾋﾞ ○ ○ ○ ○

28 ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ科 ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ○ ○ ○

29 ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ科 ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ○

30 ｻﾎｺｶｹﾞﾛｳ ○ ○ ○

31 ｼﾛﾊﾗｺｶｹﾞﾛｳ ○ ○

32 ｳｽｲﾛﾌﾄﾋｹﾞｺｶｹﾞﾛｳ ○ ○ ○

Labiobaetis属 ○

33 Hｺｶｹﾞﾛｳ ○ ○ ○ ○ ○

ｺｶｹﾞﾛｳ科 ○ ○

34 ﾋﾒｼﾛｶｹﾞﾛｳ科 Caenis属 ○

35 ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ○

36 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ科 Calopteryx属 ○ ○

37 - ｱｻﾋﾅｶﾜﾄﾝﾎﾞ ○

38 ﾔﾝﾏ科 ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ ○

39 ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科 Asiagomphus属 ○

40 ｵﾆﾔﾝﾏ科 ｵﾆﾔﾝﾏ ○

41 ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ科 ｺﾔﾏﾄﾝﾎﾞ ○

42 ｸﾛｶﾜｹﾞﾗ科 ｸﾛｶﾜｹﾞﾗ科 ○

43 ﾎｿｶﾜｹﾞﾗ科 ﾎｿｶﾜｹﾞﾗ科 ○

44 Amphinemura属 ○

45 Nemoura属 ○

ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ科 ○

46 ﾏﾂﾓﾑｼ科 ﾏﾂﾓﾑｼ ○

47 ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ○ ○ ○ ○

Cheumatopsyche属 ○ ○ ○ ○

48 ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ○

Hydropsyche属 ○

ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ科

軟甲綱

ｴﾋﾞ目 ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ科

昆虫綱 ｶｹﾞﾛｳ目

(蜉蝣目)

ｺｶｹﾞﾛｳ科

ﾄﾝﾎﾞ目

(蜻蛉目)

ｶﾜｹﾞﾗ目

(ｾｷ翅目)

ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ科

ｶﾒﾑｼ目

(半翅目)

ﾐﾐｽﾞ綱

ｲﾄﾐﾐｽﾞ目 ｲﾄﾐﾐｽﾞ科

ﾋﾙ綱 吻蛭目 ｸﾞﾛｼﾌｫﾆ科

無吻蛭目 ｲｼﾋﾞﾙ科

渦虫綱 三岐腸目 ｻﾝｶｸｱﾀﾏｳｽﾞﾑｼ

科

腹足綱 原始紐舌目

盤足目

基眼目

外

来

種

確認箇所

環

境

省

R

L

大

阪

府

R

D

B

石津川 百済川 和田川

No 綱名 目名 科名 和名

重要種

出典：二級河川 石津川外 河川水辺環境調査委託報告書（平成23年2月） 
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石

橋

宮
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橋

豊

田

北

妙

見

川

合

流

前

鉢
ヶ

峯

東
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入

橋

百

舌

鳥

川

合

流

点

草

部

橋

美

木

多

上

49 ﾋﾒﾄﾋﾞｹﾗ科 Hydroptila属 ○ ○

50
ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ

科
ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ ○

51 ｶｸﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ科 Lepidostoma属 ○

52 Antocha属 ○

53 Dicranota属 ○

54 Tipula属 ○ ○

55 Psychoda属 ○ ○ ○

ﾁｮｳﾊﾞｴ科 ○

56 ﾇｶｶ科 ﾇｶｶ科 ○ ○

57 Brillia属 ○

58 Chironomus属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 Cladotanytarsus属 ○ ○

60 Cricotopus属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 Cryptochironomus属 ○ ○ ○

62 Dicrotendipes属 ○ ○

63 Diplocladius属 ○ ○

64 Eukiefferiella属 ○

65 Glyptotendipes属 ○ ○

66 Hydrobaenus属 ○ ○

67 Microtendipes属 ○

68 Neozavrelia属 ○

69 Nilotanypus属 ○

70 Orthocladius属 ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Parametriocnemus属 ○

72 Paratendipes属 ○ ○

73 Polypedilum属 ○ ○ ○ ○ ○

74 ｶﾓﾔﾏﾕｽﾘｶ ○

75 Psectrocladius属 ○

76 Rheocricotopus属 ○ ○ ○

77 Rheotanytarsus属 ○ ○ ○ ○ ○

78 Stictochironomus属 ○ ○

79 Tanytarsus属 ○ ○ ○ ○ ○

80 Tvetenia属 ○

ﾕｽﾘｶ亜科 ○ ○ ○ ○ ○

ｴﾘﾕｽﾘｶ亜科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾓﾝﾕｽﾘｶ亜科 ○ ○ ○

ﾕｽﾘｶ科 ○ ○ ○ ○ ○ ○

81 ｶ ｶ科

82 ﾌﾞﾕ科 Simulium属 ○ ○

83 Atrichops属 ○

ﾅｶﾞﾚｱﾌﾞ科 ○

84 ｱﾌﾞ科 ○

ﾊｴ目(双翅目) ○

85 ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科 ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ亜科 ○

86 ﾎﾀﾙ科 ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ ○

9 20 15 27 50 12 11 24 37

重要種：大阪府RDB（要注目）

外来種 ：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で特定外来生物として指定されている種

  国外から移入された種で、外来生物法により指定されていない種

種数

ﾊｴ目

(双翅目)

ﾕｽﾘｶ科

昆虫綱

ﾅｶﾞﾚｱﾌﾞ科

ｱﾌﾞ科

ｺｳﾁｭｳ目

(鞘翅目)

ｶﾒﾑｼ目

(半翅目)

ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科

ﾁｮｳﾊﾞｴ科

重要種

外

来

種

確認箇所

環

境

省

R

L

大

阪

府

R

D

B

石津川 百済川 和田川

No 綱名 目名 科名 和名
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図 1.1.10(2) 底生動物調査結果 図 1.1.10(1) 魚類調査結果 
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(2) 社会環境特性  

1) 人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石津川流域は、堺市の南部に位置し、現在、流域面積の約半分が人口集中(DID)地区 4)であり、堺市の約 54%にあたる約 460,000人(平成 24年 1月時点)が流域内に居住しています。人口は平成元年以降やや減少傾向

にありますが、堺市の推計によると、平成 27年までは一旦上昇し、その後、徐々に減少傾向を示すと予測されています。また、今後 65歳以上の高齢者人口は大きく増加していくことが予測されるものの、39歳以下の

人口は減少を続けていくものと予測されています。 
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※S45を100とする指数

堺市（S45を100） 全国

出典：｢堺市の交通ビジョン(堺市交通課)｣国勢調査 

図 1.1.12(2) 堺市域のＤＩＤの面積比率 

(人) 

(年次) 

図 1.1.11  石津川流域の人口推移 

資料：｢堺市ホームページ    人口統計データ｣ 
   ｢和泉市ホームページ   人口統計データ｣ 
   ｢大阪狭山市ホームページ 人口統計データ｣ 
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４）人口集中(DID)地区：市区町村の区域内で人口密度が 4,000 人/km²以上の基本単位区が互いに隣接して人口が

5,000人以上となる地区のこと。英語による"Densely Inhabited District"を略して「DID」とも呼ばれる。 

（出典：堺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 

図 1.1.12(1) 堺市の人口の推移と将来推計 

実績値 推計値

1,000,000人

800,000人

600,000人

400,000人

200,000人

0人

39歳以下 554,141 508,143 446,785 413,992 390,332 388,198 383,099 348,671 323,857 306,865
40歳～64歳 206,427 249,743 289,027 297,311 284,115 286,929 281,530 280,019 283,516 286,482
65歳～74歳 34,018 38,133 43,277 57,183 73,814 94,597 110,058 125,316 112,744 86,524
75歳以上 15,520 22,252 28,676 34,507 43,757 61,242 76,963 97,932 121,487 144,688

総人口 810,106 818,271 807,765 802,993 792,018 830,966 851,650 851,938 841,604 824,559
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2) 産業 
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第3次

第2次

第1次

■堺酪農団地の建設 

昭和 30年代後半の高度経済成長により、

急激な都市開発が進み、これに伴い環境衛

生面での諸問題が発生してきたなかで、酪

農家は将来における経営計画として酪農

団地建設について検討しました。泉北ニュ

－タウン開発計画を契機に 23 戸の酪農家

が結集し、将来にわたり安定した酪農経営

を行なう場所として酪農団地を建設し、昭

和 46 年度から経営を開始しました。さら

に、国庫事業を導入し、昭和 55、56年に、

市域酪農を含めた広域的な一元化したふ

ん尿処理施設を、続いて平成 2、3年には、

市内耕種農家に良質な堆きゅう肥を供給

するためのふん尿処理施設を導入しまし

た。また、市内酪農の中核の場として経営

改善を図るとともに、未利用地の効率的な

活用を図るため南部丘陵地域整備構想の

具体化として酪農団地活性化対策を行な

い、新たな酪農経営を目指しています。  

卸売業,小売業

19.9%

製造業

17.9%

医療・福祉

14.2%宿泊業,飲食

サービス業

9.2%

建設業

6.9%

サービス業(他

に分類されな

いもの)

6.7%

運送・郵便業

6.1%
その他

19.1%

卸売業,小売業

24.3%

宿泊業,飲食

サービス業

13.6%

製造業

11.1%

建設業

8.6%

生活関連サー

ビス・娯楽業

8.4%

医療・福祉

8.1%

不動産業,物品

賃貸業

7.0%

その他

18.9%

流域内の産業は、古くから農業、工業、商業とも大きな発展を見せており、特に工業では江戸時代からの刃物や鉄砲

鍛冶技術に由来する自転車工業等の地場産業が発展し、現在も引き継がれています。 

また、全国シェア 70%を占める和さらしは、江戸時代の始めに水量が豊かな石津川沿いの毛穴
け な

地区で興った産業です。

他に敷物、線香、昆布加工といった地場産業があります。 

農業は中上流部で稲作をはじめ、ホウレンソウなどの軟弱野菜や花卉
か き

の栽培が営まれ、畜産は酪農を主体に堺市南部

の丘陵地で行われています。 

事業所数・従業者数は年々減少していましたが、平成 18年以降は増加に転じ、平成 21年 7月 1日現在の堺市の事業

所数は 31,953事業所、従業者数は 336,095人となっています。 

産業大分類別に事業所数をみると「卸売・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「製造業」が全事業所数のそれ

ぞれ 24.3％、13.6％、11.1％を占め、これら上位 3産業で全体の約半数を占めています。従業者数では「卸売・小売業」

が全体の 19.9％を占め、「製造業」が 17.9％、「医療・福祉」が 14.2%と続いています。なお、流域内の産業別就業者

数の推移と見ると、第 3次産業では増加傾向を示す一方、第 1次産業、第 2次産業では減少傾向となっています。 

図 1.1.13 石津川流域の代表的な産業 

Zu 

図 1.1.14(1) 堺市の事業所数の推移 図 1.1.14(2) 堺市の従業者数の推移 

図 1.1.15（1） 堺市の産業大分類図 

（平成 21年） 

 

産業（大分類）別事業所数の割合 

出典：｢堺市ホームページ｣ 
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（千
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円

/
年
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米 野菜 乳用牛 その他

図 1.1.16 堺市の農業産出額の推移 
出典：「大阪農林水産統計年報」 

出典：｢平成21年経済センサス-基礎調査結果｣ 
堺市 

産業（大分類）別従業員数の割合 

昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

第1次 3.9% 2.2% 1.1% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 0.6% 0.5%
第2次 50.6% 47.9% 41.8% 37.7% 35.5% 35.1% 32.6% 29.5% 26.7% 24.7%
第3次 45.5% 49.8% 57.1% 61.4% 63.7% 64.3% 66.9% 70.1% 72.8% 74.8%

中央、上、右下の建物は牛舎や事務所など  
手前の建物群は糞尿処理施設 

図 1.1.17 堺酪農団地 

出典：｢平成 21年経済センサス－基礎調査結果｣堺市 

■農業産出額の内訳 

野菜、米の農業産出額が平成 16年をピークに

減少傾向にあり、畜産は横ばい傾向にあります。 

平成 18年を見ると、野菜が約 5割を占め、次

いで米と畜産がともに約 2割を占めています。 

全体的には、野菜部門が比重を占めながら、

米と畜産部門を軸に多彩な農業が展開されてい

ます。 

 

図 1.1.15（2） 産業滅就業者数の推移 
出典：「国勢調査」 
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（3) 土地利用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流域内の土地利用状況は、流域面積の 51%を市街地が占め、森林・荒地は 13%、農地は水田、畑地

が各々16%、20%となっています。下流部は、大阪府内第 2の人口を有する堺市の中心市街地であり、

住宅地は鉄道駅周辺や古くからの集落周辺を中心に広がり、沿川には民家が連なっています。上・中

流部の丘陵地では大規模開発による泉北ニュータウンが広がっています。 

商業用地は鉄道駅周辺に集まり、工業用地は準用河川伊勢路川が合流点する下流部の毛
け

穴
な

地区に多

く見られます。 

一方、農地や森林・荒地等は石津川・和田川の中上流部の沿川に広がっています。 

大阪府及び堺市の農林部局では、ため池の保全と活用を推進しており、平成 3年度からは、ため池

を府民の親水空間として更なる活用を図るため、行政と水利組合だけでなく地域住民とも協働で計

画・整備・維持管理に参画するオアシス構想推進事業を実施し、老朽化したため池の堤体改修と併せ

た散策路や多目的広場等の環境整備により水と緑に包まれた都市のオアシスづくりに取り組んでい

ます。石津川流域では、光明池、菰
こも

池
いけ

・下池、中ノ池で取り組みが行われ、身近な親水空間として活

用されています。 
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高速道路
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スーパー

福祉施設

役所

病院

文化施設

公園・スポーツ施設

凡 例

図 1.1.19  人口集中地区と主要施設の分布図 

毛穴地区 

図 1.1.18 オアシス構想推進事業により整備されたため池（菰
こも

池
いけ

・下池） 
出典：大阪府ホームページより 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1.2.10 石津川流域の土地利用状況図 

昭和 48年度調査結果 平成 6年度調査結果 

図 1.1.20(1)  土地利用状況図（S48年度調査結果） 図 1.1.20(2)  土地利用状況図（H6年度調査結果） 

出典：大阪府土地利用現況図（S48年度調査）大阪府土木部都市整備局総合計画課 出典：大阪府土地利用現況図（H6年度調査）大阪府土木部都市整備局総合計画課 
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（4) 歴史・文化 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堺市の中央部は弥生時代の遺跡の多いことで知られています。下流部は我が国有数の古墳群である

百舌鳥
も ず

古墳群
こふんぐん

があり、その中でも大仙
だいせん

陵
りょう

古墳
こ ふ ん

（仁徳天皇陵）は日本最大の前方後円墳として有名です。

また、奈良（大和）方面へ通じる竹内
たけのうち

街道
かいどう

、長尾
な が お

街道
かいどう

、紀伊方面へ通じる参詣
さんけい

道路であった西高野
にしごうや

街道
かいどう

、

熊野
く ま の

街道
かいどう

が通じ、この沿道には百舌鳥
も ず

八幡宮
はちまんぐう

、家原寺
え ば ら じ

等著名な古社寺が数多くあります。 

上流部の丘陵地では須恵器
す え き

の窯跡群の遺跡が多数見つかっています。なお、石津川、和田川は

「和名抄
わみょうしょう

5）」に記載されている大鳥郡石津郷、大鳥郡和田郷の故地に由来しています。 

 

●泉北ニュータウンのかま跡 

現在の泉北ニュータウン丘陵は 1,500年程前(古墳時代後期～飛鳥時代前期)は須恵器
す え き

(陶器)と呼ばれる土器を焼いていた地域であり、
5世紀のはじめから約 80年程の間は我が国で唯一の産地であった。かま跡の個数は約 500以上も確認されている。 

■百舌鳥八幡宮 
欽明天皇（きんめいてんのう）（532～571
年）のころに建てられたと伝えられ、社前

には樹齢 800年の大くす（大阪府指定の天
然記念物）があります。毎年、旧暦 8 月
15 日直近の土・日曜日には、勇壮なふと
ん太鼓を繰り出す月見祭が行われます。 

■家原寺 
奈良時代の高僧・行基

ぎょうき

が生まれた所で

「知恵の文殊さん」として知られてい

ます。入学試験のシーズンになるとた

くさんの人々がお参りに来て、本堂の

壁や柱が「合格・昇運・祈願」と書か

れたハンカチで埋めつくされます。毎

年 1月 15日の大とんどは有名です。 

百舌鳥古墳群 

図 1.1.22 古道概略図 

出典：「歴史の道調査報告書」(大阪府教育委員会) 

出典：「むかしの堺」（昭和 51年 4月 5日）別所やそじ,尼見清市 

●かま跡 ▲古墳 社寺城跡 

図 1.1.21 泉北ニュータウンのかま跡 

 

昔の堺のまち
堺は、中世、三方を濠
で囲んだ環濠都市でし
た。写真の古地図は文
久３(１８６３)年の堺の町。
大道(南北)、大小路(東
西)を中心に整然と碁盤
目状に町割りされてい
る様子がわかります。
(堺市立中央図書館蔵)

昔の堺のまち
堺は、中世、三方を濠
で囲んだ環濠都市でし
た。写真の古地図は文
久３(１８６３)年の堺の町。
大道(南北)、大小路(東
西)を中心に整然と碁盤
目状に町割りされてい
る様子がわかります。
(堺市立中央図書館蔵)

出典：「堺 その歴史と文化」堺市博物館 

仁徳天皇陵

■仁徳天皇陵 
歴史の教科書に「世界最大級の墳墓」として掲載され、宮内庁管理のた

め陵域内への自由な出入りはできませんが、堺市の主要な観光地となっ

ています。三重濠に沿って周遊路があり（1周約 2,750メートル）、陵域
を一周することもできますが、余りにも巨大な墳丘のため、どこから見

ても山にしか見えません。 

5）和名抄：我が国最初の分類体の漢和辞書。 
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ハイキングコース
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●
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▲
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出典：堺市ホームページ 
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出典：堺市ホームページ 

ハーベストの丘 

出典：goo地域 
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法道寺 
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 ◆水との闘いに由来する建造物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出典：朝日新聞（南大阪） 隠れ話 こぼれ話 2011年 2月号
http://www.asamio.co.jp/kakurebanasi-2011.htm

現在の万年橋 
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（5) 交通 
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図 1.1.27 主要交通網図 

 

資料：縮尺 1:25,000数値地図 

(国土地理院) 

流域内の交通は、大阪市と泉州及び和歌山の諸都市を結ぶ形で鉄道や幹線道路が整備されてきました。 

鉄道は河口部から順に南海本線、阪堺電気軌道阪堺線、JR阪和線が大阪湾に沿って走り、南北方向に泉

北高速鉄道、北西から南東方向にかけて南海高野線が走っています。 

また、幹線道路は河口部から順に阪神高速湾岸線、国道 26号、堺泉北有料道路、近畿･阪和自動車道、主

要地方道堺かつらぎ線が大阪湾に沿って走っています。 

パーソントリップ調査 6）によると、堺市における交通手段利用は、鉄道が約 15%、バスが約 2%に対して

自動車は約 34%と公共交通の 2倍となっています。また、昭和 55年から平成 12年までの推移を見ると、鉄

道・バス利用が 2割減少していますが、自動車は 6割増となっています。 

 

昭和55年

平成2年

平成12年

鉄道 バス 自動車 バイク 自転車 徒歩 その他

601
（16.3%）

734
（19.9%）

166
（4.5%）

単位：千トリップエンド/日

644
（17.6%）
〈1.07〉

530
（15.2%）
〈0.82〉

1,047
（28.6%）
〈1.43〉

1,192
（34.1%）
〈1.14〉

700
（19.1%）
〈1.02〉

708
（20.3%）
〈1.01〉

685
（18.6%）

1,021
（27.9%）
〈0.74〉

852
（24.4%）
〈0.83〉

1,389
（37.6%）

102
（2.8%）
〈0.61〉

85
（2.4%）
〈0.83〉

115
（3.1%）

145
（4.0%）
〈1.26〉

125
3.6%）
〈0.86〉

2
（0.1%）

4
（0.1%）
〈2〉

2
（0.1%）
〈0.5〉

3,692

3,663
〈0.99〉

3,494
〈0.95〉

（ ）は代表交通手段構成比
〈 〉この10年の伸び

 

資料：京阪神都市圏パーソントリップ調査（S55,H2,H12） 

（第３回パーソントリップ調査圏域内の集計） 

図 1.1.26 堺市における交通手段の利用状況   

 

6）パーソントリップ調査：一定の地域における人の動きを調べ、交通機関の実態を把握する調査。 
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3. 河川の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

川幅は、河口及び下流部が 110m～70m程度、中上流部が 70m～50m程度、

和田川が 25～18m程度、百済川が 30～20m程度となっています。 

河川形態は、下流部に一部築堤及びコンクリート擁壁
ようへき

の高潮堤防が見ら

れるほか、石津川の中上流部及び和田川、百済川は掘込河道となっていま

す。 

護岸形状は、河口から和田川合流点付近では高水部がブロック積み、低水

部が鋼矢板護岸となっており、和田川合流点付近より上流部は単断面のブロ

ック積みとなっています。 

 和田川、百済川は全川に渡って単断面のブロック積みとなっています。 

下流部では護岸の老朽化が著しく、また、石津川の中流部には河床安定の

ための床止めが多く設置されていますが、河床低下の傾向が見られ、橋脚部

等の洗掘
せんくつ

７）が目立っています。 

河川横断形は、下流部の高潮堤防区間を除く区間及び和田川中下流部、百

済川で 5分～1割勾配、和田川上流部で 1割 5分勾配のブロック積護岸とな

っています。 

現況河床勾配は、石津川 1/900～1/250程度、和田川 1/350～1/250程度、

百済川 1/300～1/200程度となっています。 

河床材料は、河口から 1km地点を境に下流部では主に粒径が 1mm以下、中

上流部では 5～10mm程度の砂礫であり、百済川合流点付近では、砂州が形成

されています。 

石津川では、上流からの土砂供給が少なく、また、供給材料である土砂

の細粒分が多いため、洪水により土砂が河口部まで流され、中下流部にお

いて河床低下の傾向がみられます。 

和田川、百済川についても主に河床材料は砂礫となっています。 

甲斐田川、陶器川、妙見川、百舌鳥川は、掘込河道で単断面のブロック積

みとなっています。 

○石津川 

石津川下流部は、高潮堤防が整備され、コンクリート擁壁となっています。和田川合流点付近までは高水部がブロック積み護岸、低水

部が鋼矢板護岸となっています。沿川には市街地が密集し、堤防間際まで民家がせまっています。河床材料は砂礫ですが、河床低下の傾

向が見られ、一部の橋梁では橋脚部の洗掘が目立っています。 

中上流部は、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河道です。沿川は宅地、農地が混在しており、主要地方道堺かつらぎ線が併走し

ています。河床材料は砂礫であり、河床安定のための床止めが数多く設置されています。 

全川的に河川利用は少なく、一部地域で魚釣りが見られる程度です。河道内の植生は乏しく、河畔林などは見られません。また、沿川

の植生は、中流部が水田雑草群落（イネクラス）、アベマキ－コナラ群集が卓越しています。護岸は老朽化が進んでいます。 

■石津の名の由来 
石津の名の由来は、八重事代主神（えびす様）が五色の石を持って、ここの海岸に漂着

なさったのが発端とされています。  
事代主神がお持ちになった五色の石は石津神社の前に埋められており、天変地異のある

時は浮上するとされています。この石を無理矢理掘り起こそうとした人が今まで何人かい

たものの全て天罰が下ったとされています。  

図 1.1.28 石津川の景観 
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７）洗掘：流水や波浪により河岸、海岸または河床や海底の土砂が流されること。 

沿川に市街地が形成されている 

築堤及びコンクリート擁壁が見られる 

住居と農地が混在している 

橋脚部の洗掘が目立つ 

掘込河道 

床止めを設定 

百済川合流点付近に砂州が形成され

ている 

高水部がブロック積、低水部が矢板

護岸 

単断面のブロック積み 

石津川河口部の老朽化護岸の状況 

河床低下の状況 
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沿川は堤防間際まで民家が接近 

横断形は 5分勾配 

百済川 

百舌鳥川 

百舌鳥川 

○陶器川・妙見川 

陶器川は、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河道であり、

住・農混在地域を流下しています。河道は直線的で、堆積土砂上

の砂州に植生が繁茂していますが、河畔林等は見られません。 
妙見川は、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河道であり、

比較的農地が残された地域を流下しています。堆積土砂上の砂州

に植生が繁茂していますが、河畔林等は見られません。 

○和田川・甲斐田川 

和田川は、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河道であり、沿川は宅地と農地が混在

しており、石津川流域の河川では自然が残されている部類にあたります。一部の湾曲部の堆

積土砂上に植生が繁茂していますが、河畔林等は見られません。また、沿川の植生はほぼ全

川的に水田雑草群落（ｲﾈｸﾗｽ）となっています。 
支川の甲斐田川についても、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河道であり、泉北ニ

ュータウン光明池地区の市街地を流下しています。 
 

図 1.1.30 陶器川・妙見川の景観 

比較的自然が残されている 

ブロック積の掘りみ込み河道 

妙見川 

妙見川 

図 1.1.29 和田川・甲斐田川の景観 

○百済川・百舌鳥川 

百済川は、ブロック積み護岸の単断面形状、掘込み河

道であり、沿川は堤防間際まで民家がせまっています。

河道は直線的で、植生は乏しく、人工的な水路といった

印象を与えています。 
支川の百舌鳥川についても、ブロック積み護岸の単断

面形状、掘込み河道であり、植生は乏しく、人工的な水

路といった印象を与えています。 

百済川 

百済川 

植生等は見られない 

横断形は 5分勾配 

植生等は見られない 

ブロック積の掘りみ込み河道 
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堆積土砂上に植生が繁茂 

ブロック積の掘りみ込み河道 

堆積土砂上に植生が繁茂 

横断形は 1割 5分勾配 

ブロック積の掘りみ込み河道 

和田川 

和田川 

和田川 

甲斐田川 

妙見川 

陶器川 

陶器川 

図 1.1.31 百済川・百舌鳥川の景観 
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◯河床材料調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10箇所で河床材料調査を実施しました。 

石津川水系では、過去の河道改修により河川の平面線形が改善された結果、河床勾配に見合った河床材料の

構成となっていない等の要因により河床低下が起こりやすい状況となっています。 

また、河床低下は、土砂供給が少なく、また、供給材である土砂の細粒分が多いためと考えられるが、その

要因として次の事項が考えられる。 

・石津川の水源が 200m程度の丘陵地であるため、粒径の大きい土砂の供給が少ない。 

・丘陵地の地質が泥、砂、礫の互層よりなる洪
こう

積
せき

層
そう

(大阪層群)であり、供給される土砂の粒径が小さい。 

・丘陵地の開発により宅地化され、土砂の供給量が少ない。など 

・、 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ 調査状況 

妙見川① 

石津川河口⑧ 

石津川上流② 
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10．和田川（砂防区間）

【10-1】砂礫～
    礫混じり砂

【10-2】砂礫～
    礫混じり砂

D60=15.0 D60=2.8 D60=0.61

No. 資料番号 No. 資料番号
1 1-1 15 5-1
2 1-2 16 5-2
3 1-2-2 17 5-2-2
4 1-2-3 18 6-1
5 2-1 19 6-2
6 2'-1 20 7-1
7 2-2 21 7-2
8 2-2-2 22 8-1
9 3-1 23 8-2
10 3-2 24 9-1
11 3-2-2 25 9-2
12 4-1 26 10-1
13 4-2 27 10-2
14 4-2-2 28 10-3

粗粒土の小分類および細粒土の
細分類用三角座標

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

粒径（mm） →

通
過
質
量
百
分
率
（%
） 
→

9-1

9-2

平均値

9.妙見川（砂防区間）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

粒径（mm） →

通
過
質
量
百
分
率
（%
） 
→

1-1

1-2

1-2-2

1-2-3

平均値

1.妙見川上流

石津川

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

粒径（mm） →

通
過
質
量
百
分
率
（
%
）
 
→

2-1

2-2

2-2-2

2'-1

平均値

2.石津川上流

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

粒径（mm） →

通
過
質
量
百
分
率
（
%
）
 
→

5-1

5-2

5-2-2

平均値

5.石津川中流
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6.石津川下流
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8.石津川河口

シルト・粘土はほと
んど含まない

砂防区間と1-1
はほぼ同じ

砂州上の
土砂

河床の
土砂

河床の
土砂

砂州上の
土砂

砂州上の
土砂

妙見川

図 1.1.33 河床材料調査結果 

図 1.1.32 河床材料調査位置図 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

第 2節 河川整備の現状と課題 

1. 治水の現状と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石津川では、昭和 27 年 7 月および昭和 28 年 9 月の洪水を契機として、本格的な河川改修工事に着手

しました。当時は頻繁に浸水被害が発生し、橋梁が損壊・流出を受ける度に補修工事が行われていまし

た。本格的な石津川の改修工事は、主に和田川合流点から下流で行われ、10 数箇所あった屈曲部の平面

線形の変更や築堤・護岸工事および橋梁の架替を約 10年間（昭和 28年頃から昭和 39年頃）かけて行い

ました。 

その後、泉北ニュータウンの開発を契機に、昭和 40年 4月に石津川水系の石津川、百済川、百舌鳥川、
和田川、甲斐田川、陶器川、妙見川を二級河川に指定し、改修計画を定めました。 

しかし、昭和 57年 8月の台風 10号の影響により、石津川流域では、全壊 2戸、半壊 3戸、一部破損
1戸、床上浸水 765戸、床下浸水 5,320戸の住宅被害が発生しました。また、鉄道では、JR阪和線、南
海本線、泉北高速鉄道、阪堺電気軌道阪堺線が浸水し、また河川の増水により、全線不通になるなどの

影響が出ました。石津川では、百済川、和田川等の支川合流部付近で護岸崩壊や溢水等の被害が発生し、

和田川では草部橋が落橋するなどの被害が発生しました。 
現在、石津川水系の二級河川区間では、時間雨量 50ミリ程度の降雨に対応した改修が完了しています
が、流域の約半分を市街地が占めており、時間雨量 50ミリ程度を超える規模の降雨に対しては床上浸水
以上の大きな被害が発生する恐れがあることから、さらなる治水安全度の向上が必要となっています。 
また、石津川では、昭和 30 年代の大規模開発とともに行われた河川改修からおよそ 50年以上もの年
月が経過しており、その間、幾度かの出水を受けたことから老朽化が著しい護岸が多く、また、土砂供

給が少なく細粒土砂成分が多いなどの河川特性により河床低下の著しい区間が点在していることから、

部分的な補修では対応できず、抜本的な対策が必要となっています。 
河口部では、伊勢湾台風級の台風が大阪湾に室戸台風（昭和 9 年 9 月）と同じ経路を通って満潮時に

来襲したことを想定した高潮にも対応できる堤防が完成しています。一方、平成 20年度に実施した耐震
機能照査の結果、上町断層等の直下型地震を受けても河川の平常時の最高水位 8)で浸水することはありま

せんが、近い将来に発生が予測されている東南海・南海地震等の海溝型地震に伴う津波に対する安全性

が確保されていないため、平成 21年 3月に策定した大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム 9）

に基づき地震・津波対策を実施しています。さらに、東日本大震災を踏まえた南海トラフ巨大地震（L2
地震動 10））並びに津波に対する照査を実施し、その結果を受けた対策を行う必要があります。 
また、近年の地球規模の気候変動により計画を超える規模の降雨が発生する可能性が高まっているこ

とや、整備途上においても洪水が発生する恐れがあることから、農地の減少に伴う改廃の可能性がある

ため池の保全を図るとともにため池の雨水貯留機能を活用した流域対策や、洪水が発生した場合に、速

やかな避難を実現するための地先における洪水リスク情報の提供、住民主体の防災マップづくりへの支

援、降雨や河川水位等の河川情報の提供等の取り組みが必要となっています。 

表 1.2.1  石津川現計画諸表 

検討年

治 水 安 全 度 1/50

基 本 高 水 流 量 532m3/s(戎橋)
比 流 量 7.4m3/s/km2

流 域 面 積 72.0km2
日 雨 量 186.0mm/日

時 間 雨 量 64.5mm/hr

算 定 方 法 合 理 式

流
 
量
 
配
 
分
 
図

計
 
画
 
諸
 
元

昭和40年度

単位：m3/s

大
阪
湾

百
済
川

陶
器
川

妙
見
川

145 102 59

532 460 328 300 90

156
和田
川

石 津 川石
津
橋

下
石
津
井
橋

: :
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表 1.2.2  主要水害実績 

浸水面
積

一般資産
等被害

公共土木
施設等被
害

(ha) 床上浸水 床下浸水 （千円） （千円）

S57.7.5～8.3
豪雨，落雷
風浪と台風10号

282.3 325 2,427 1,769,904 382,880

S59.4.29～5.6 豪雨 0.1 1 14 4,898,391
S60.5.27～7.24 豪雨及び台風6号 1.3 0 83 23,860 2,550
S62.9.2～5 豪雨 76.0 4 87 30,372
S63.8.9～31 豪雨 256.0 61 253 161,150
H.1.8.31～9.16 豪雨，落雷 167.0 2 197 68,837
H.1.9.17～9.22 豪雨，台風22号 189.0 0 224 71,607 20,091
H2.9.11～20 豪雨，台風19号 59.0 0 72 32,219
H3.9.29～10.2 豪雨 37.0 0 43 22,732
H4.5.5～10 豪雨及び風浪 9.0 0 10 5,126
H5.7.5 地すべり 7.0 0 1 131,560
H7.6.29～7.23 梅雨 34.4 0 25 22,958 11,899

H.9.8.3～8.13 豪雨及び台風第11号 53.0 0 39 27,287

H.9.9.12～9.17 豪雨及び台風第19号 58.0 0 42 39,469

H11.6.22～7.4 梅雨前線豪雨 19.6 0 19 27,442 69,939

H11.8.10～8.20 豪雨 51.1 2 29 93,731

H16.5.12～5.17 豪雨 6.7 2 7 12,750 68,585

H20.9.6 豪雨 338.1 0 8 70,131

(S36.6月以降で一般資産被害額が10,000千円以上の洪水被害) 出典:｢水害統計｣国土交通省河川局

生起年月日 異常気象名

被害家屋
棟数（棟）

図 1.2.2  泉州河川高潮対策計画図 

図 1.2.1  過去の被災状況 

出典：堺市上下水道局ホームページ 

平成 16年 5月降雨による百済川の被災状況 

平成 20年 9月降雨による市街地の状況 

護岸の老朽化 

鋼矢板の老朽化（開き・腐食） 
石津川下流部（JR阪和線付近） 

８）平常時の最高水位：平常時の最高水位は、近年発生した大規模な地震により被災した堤防の地震後の復旧が、

概ね 14日間で完了している事を考慮して 14日間に発生する確率が 1/10の水位とするとされています。また、

水位の算定にあたっては、14日間に発生する確率が 1/10の河川流量に対応する水位、または朔望平均満潮位

に 14日間に発生する確率が 1/10の波高を用いて算出したうちあげ高（風浪）を考慮して求める水位のうち、

いずれか高い方の水位で設定することとされています。 

9）大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム：「災害に強いまちづくり」の骨格となる都市基盤を早期に

形づくるため、大阪府都市整備部として優先的に実施すべき具体的事業を取りまとめた計画であり、近い将

来に発生が予測されている海溝型地震（東南海・南海地震）及び直下型地震（上町断層帯等）への対策を定

めたもの。 
10）L2地震動：対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動で、そのうちの

海溝型は南海トラフ巨大地震と定義されています。これに対して「L１地震動」とは、構造物の供用期間中に

発生する確率が高い地震動と定義されています。 
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図 1.2.3（1） 石津川水系改修状況図 

黒  1/100改修済区間

茶  50ミリ改修済区間

緑  未改修区間

凡     例
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表 1.2.3 石津川水系改修経緯年表 

S27～35 河川改修 S41～49 二次改修

S36～42 河川改修

S37～38 防潮堤 S52～55 竣渫

H6～H10 老朽化補強

S57～H13 河川改修

S34～63 河川改修 H9～14 調整池築

S47～49 河川改修 ボックス工

S45～47 河川改修

S53～H4 河川改修

S40 S50 S60 H元

          昭     和         (年)

S20 S30 H10 H20

  平   成    (年)

S40年代 河川改修

石津川

 H17～ 河川改修

甲斐田川

陶器川

妙見川

百済川

百舌鳥川

和田川

図 1.2.3（2） 屈曲部のショートカット箇所図 
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■耐震性能照査結果 

 石津川では海溝型地震による沈下後想定堤防高が津波水位より低く、全高潮区間で対策工

が必要となります。 

■地震防災アクションプログラム（平成 21年 3月策定） 

  

■津波対策 

近畿圏においては、南海道沖で周期的に発生してきた「南海・東南海地震」の発生が近づいている

と言われています。内陸で起こる直下型地震と違って、南海道沖で起こる海溝型地震は大きな津波を

伴うことが想定され、津波高より地盤が低い地域では、津波による浸水被害が懸念されています。 

また、政府中央防災会議の「東南海・南海地震に関する専門調査会（平成 13年 10月～）」により地

震・津波に関する調査、検討が進められており、これを踏まえて大阪府、和歌山県及び大阪市をはじ

めとする関連機関により構成される「東南海・南海地震津波対策検討委員会（平成 15 年度～平成 16

年度）」において、津波シミュレーション結果及び津波防災のあり方に関する提言が出されました。こ

のシミュレーション結果では、石津川河口部における最大津波高さは O.P.+4.7ｍ（朔望平均満潮位

O.P.+2.1ｍ＋シミュレーション津波高さ 2.6ｍ）で、海溝型地震による沈下後想定堤防高が津波水位よ

り低く、全高潮区間で対策工が必要となります。また、背後地が荷揚げ場に利用されている等の理由

で計画堤防高よりも堤防高が低くなっている場所においては、水門、鉄扉等を津波が到達すると想定

される、地震発生後約 2時間以内に閉鎖する必要があることから、平成 17年 3月に、平常時あるいは

津波来襲時に実施すべき具体的活動に関する事項や情報伝達体制等について定めた、「大阪府津波対策

マニュアル」を策定し津波の発生に備えています。 

＜津波シミュレーション結果（最大津波水位）＞ 

津波シミュレーションによる想定東南海・南海地震津波来襲時の最大津波水位分布は、以下に示

すとおりであり、石津川河口部では最大津波水位 0.P.+4.7m（計算潮位である朔望平均満潮位

（O.P.+2.1m）上の最大津波高さ（偏差）は、2.6m）となる津波が地震発生から約 2時間後に来襲す

ることが想定されています。 

図 1.2.4 津波シミュレーション結果 

泉州地区 石津川

芦田川水門・排水機場

王子川水門・排水機場

大津川

春木川

津田川

見出川

佐野川

大川

実施箇所

泉州地区 石津川

芦田川水門・排水機場

王子川水門・排水機場

大津川

春木川

津田川

見出川

佐野川

大川

実施箇所

図 1.2.5 耐震対策事業の実施箇所 
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2. 河川利用及び河川環境の現状と課題 

（1）水質 
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河川の水質汚濁に関わる環境基準 11）について、石津川の環境基準点である河口部の石津川

橋では一般に魚の生息に適さないとされる D類型であり、和田川の環境基準点である小野々

井橋では一般にコイ・フナ等の生息に適したとされる C 類型に指定されています。 

平成 10年以降の水質汚濁の推移を見ると、下水道整備の普及や工場・事業所における社会

経済活動状況の変化・水質汚濁防止法等に基づく規制の強化等により改善傾向にあります。 

和田川の環境基準点では BOD12）75%値(生物化学的酸素要求量)が環境基準値を満たしていま

すが、和田川合流後の石津川では、沿川の工場・事業所からの排水等の要因により環境基準

値を超えている地点があります。 

また、百済川、百舌鳥川等の水質は、平成 10年以降改善傾向にありますが、平成 22年調

査の結果においても D類型程度となっています。 

河口部では、工場・事業所や家庭からの有機物等を含んだ排水により流下土砂とともに懸

濁態有機物 13）がヘドロとして沈降・堆積し、水質汚濁や悪臭発生の原因となっています。 

図 1.2.6 堺市下水道整備率の経年変化 

図 1.2.7 水質観測地点位置図(ＢＯＤ) 

出典：大阪府下水道統計(平成 24年 3月版) 
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              表 1.2.4 石津川水域 BOD推移(年平均値)       単位(mg/l) 

 
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

新川橋 D 4.6 5.8 5.4 7.3 4.7 6.0 5.8 4.0 4.1 4.2
毛穴大橋 D 16.0 14.0 21.0 10.0 13.0 12.0 10.0 9.3 15.0 22.0
神石橋 D 17.0 16.0 15.0 12.0 12.0 13.0 12.0 10.0 14.0 16.0
石津川橋 D 8.4 10.0 8.8 5.5 5.9 6.8 5.6 4.5 4.8 6.2

百舌鳥川 北条橋 ― 33.0 20.0 17.0 15.0 9.8 9.3 6.5 7.6 7.1 6.7
石長橋 ― 17.0 21.0 22.0 18.0 16.0 31.0 9.4 8.7 8.4 8.2
高入橋 ― 17.0 17.0 15.0 12.0 12.0 14.0 7.6 8.8 7.4 6.6

陶器川 百年橋 ― 13.0 20.0 12.0 9.7 13.0 7.4 5.2 5.1 6.6 4.6
妙見川 新見の井橋 ― 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.9 3.1 3.0 3.8 4.1

小野々井橋 C 8.2 11.0 8.6 7.1 5.5 5.6 4.6 4.2 4.0 4.4
 C類型：BOD75%値 5.0mg/l以下  D類型：BOD75%値 8.0mg/l以下 出典：大阪府環境白書、堺市環境調査報告

和田川

河川名
年      度

石津川

地点名 BOD

百済川

11）水質汚濁に関わる環境基準：環境基本法第 16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準。河川に対しては AA類型から E類型までの 6類型に分類
されている。C類型の基準値は BOD濃度 5mg/ℓ以下、D類型の基準値は BOD濃度 8mg/ℓ以下。 

12）BOD：Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量の略）河川などの水の有機汚濁の度合いを示す指標で、水中の有機物質が好気性微生物によって分解されるときに必要とされる酸素量から求める。 

75％値とは、年間観測データを値の小さい方から並べて、上位から 75パーセント目の数値であり、環境基準への適合性の判断に用いられる。 
13）懸濁態有機物：水中に浮遊する粒径 2mm以下の不溶解性の有機物。 

 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

（2）水量                                     （3）水利用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

石津川水系における河川の水利用は許可水利権が 2件、慣行水利権が 30件となっており、石津川中上流部および和田川
では農業用水として利用されていますが、水道用水や工業用水の利用はありません。これまで大きな渇水被害は生じていま

せんが、安定的な水資源の確保に向け、今後も、適正かつ効率的な水利用が図られるよう努める必要があります。 

表 1.2.5 水利権一覧表 

許可水利権 

慣行水利権 

河川名 番号 水利権者名 水利権量(m3/s) 目 的 取 水 場 所

A 太平寺水利組合 0.019 かんがい 堺市小代409地先

B 真谷水利組合 0.07 〃 堺市大庭町774地先
石津川

番号 河 川 名 井 堰 名 取 水 場 所

1 石津川（左岸） 北畑揚水機場 堺市太平寺769地先

2 〃（右岸） 泉田中井堰 堺市泉田中369番地

3 〃（左岸） 泉田中河原上井堰 堺市泉田中383の2番地

4 〃（右岸） 小代井堰 堺市大庭寺116番地先

5 〃 岡田井堰 堺市泉田中2444番地先

6 〃（左岸） 多米揚水機場 堺市栂2番地先

7 〃 五万田井堰 堺市小代409地先

8 〃 大鳥井堰 堺市平岡町33番地先

9 〃（右岸） 下石津井堰 堺市石津町1234番地

10 〃 えびす湯井堰 堺市太平寺740の1地先

11 百済川（両岸） 音湯井堰 堺市上野芝向ヶ丘町2丁895

12 〃 島崎湯井堰 堺市踞尾宮本町845

13 〃（左岸） 大湯井堰 堺市上野芝向ヶ丘町1丁830番地先

14 和田川（両岸） 小の野井堰 堺市草部

15 〃 女松井堰 堺市美木多2971番地先

16 〃（右岸） 半田井堰 堺市美木多2403番地先

17 〃（左岸） 荒湯井堰 堺市桧尾1163番地先

18 〃（右岸） ねみね井堰 堺市野々井675番地先

19 〃 夕川井堰 堺市大森201番地先

20 〃 東谷ポンプ場 堺市桧尾1098番地先

21 〃（左岸） 神楽井堰 堺市野々井609番地先

22 〃（右岸） 野々井ポンプ場 堺市野々井184番地先

23 〃 井尻井堰 堺市菱木1771番地先

24 陶器川（左岸） 小米代井堰 堺市伏尾667番地

25 〃 五反田井堰 堺市平井235番地先

26 〃（右岸） 小坂井堰 堺市小坂403番

27 妙見川（右岸） 二尾井堰 堺市片蔵192番地先

28 〃 垣外谷井堰 堺市釜室800番地先

29 〃（左岸） 大河原井堰 堺市釜室810番地

30 〃（右岸） 三ツ池揚水機場 堺市釜室820番地先

（小代水利組合）

〃

（大河原水利組合）

（三ツ池水利組合）

（井尻水利組合）

（小米代水利組合）

（小米代水利組合）

（原池土地改良区）

（下田法）

（東谷水利組合）

（神楽井堰法）

（北池水利組合）

（大池水利組合）

（大池水利組合）

（荒湯井堰法）

（ねみね井堰法）

（水利組合）

〃

〃

光明池土地改良区

（大鳥水利組合）

堺市藤谷池土地改良区

（泉田中水利組合）

（小代水利組合）

（岡田井堰水利組合）

（多米代水利組合）

届 出 者

（北畑水利組合）

（泉田中水利組合）
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平成 13年から平成 16年までの石津川の和田川合流前の万崎橋上流の流況は、平均

渇水流量 14）が 0.47m3/s、平均低水流量 15）が 0.73m3/sとなっており、この地点よりさ

らに上流の石津川や支川では水量が少なく、水質改善や水生生物の生息環境の面から

水量の確保が課題となっています。一方、万崎橋下流では堺市の泉北下水処理場から

の処理水（日平均 6万 m3）が石津川へ放流され、流量が増加しています。 

 

図 1.2.8(1) 万崎橋下流の状況（石津川） 

図 1.2.8(2) 万崎橋上流の状況（石津川） 
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図 1.2.9 取水箇所位置図 

14）渇水流量：一年のうち 355日間はこれを下まわらない流量。 
15）低水流量：一年のうち 275日間はこれを下まわらない流量。 
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（4）空間利用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 1.2.6  石津川水系のアドプト・リバー・プログラム 

No. 名称 河川名 団体名 協定締結日 

1 アドプト・リバー・神石 二級河川 石津川 堺市立神石小学校 H15. 3.10 

2 アドプト・リバー・東上野芝 二級河川 百舌鳥川 コスモス H15.12. 3 

3 アドプト・リバー・上野芝 二級河川 百済川 堺市立上野芝小学校 H18. 5.11 

4 アドプト・リバー・毛穴町 二級河川 石津川 毛穴町内会 川まつり実行委員会 H19. 2.18 

5 アドプト・リバー・陶器川 二級河川 陶器川 小阪西町自治会 H19. 3.22 

6 アドプト・リバー・鴨一北 二級河川 甲斐田川 鴨一北ソフトボールクラブ H19. 3.23 

7 アドプト・リバー・鶴田町 二級河川 石津川 

堺市鶴田町自治会 堺泉北ライオン

ズクラブ 市民ボランティアグループ

「石津川に鮎を」 

H19. 3.29 

8 アドプト・リバー・八田西町２丁 二級河川 陶器川 八田荘西校区八田西町２丁自治会 H20.10.22 

9 アドプト･リバー・美木多（檜尾） 二級河川 和田川 
堺市美木多校区自治連合会・檜尾自

治会 
H21. 9.30 

10 アドプト・リバー・山田１丁 二級河川 和田川 株式会社 島ノ江建設 H23.3.31 

 

 
■陶器川における取り組み 

陶器川の河川敷では、以前より耕作などの不法占用が問題になっていましたが、小阪西町自治会と耕作

者および河川管理者である大阪府との話し合いを進め、平成 18年 3月 31日に自主撤去を行うことから始

まり、「川づくり」ワークショップを重ねて平成 18年 10月から府民協働(川づくり）のメイン会場を造っ

ていくこととなりました。平成 19年 3月には大阪府アドプト・リバー陶器川として認定式を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

大阪府では、地域に愛され大切にされる川づくりを目指し、自発的な地域活動を河川の美化につなげ

る「アドプト・リバー・プログラム 16）」を平成 13年 7月から開始しています。石津川水系においては、

平成 24年 4月時点で 10団体による美化活動が盛んに行われており、特に陶器川沿いの小阪西町では、

河川敷を不法に占拠していた農地の自主解消や府民協働による川づくりや清掃活動が行われています。 

しかし、石津川水系の河川堤防には不法投棄対策や転落防止のための柵が設置されている区間が多い

ことから、今後、地域の河川美化活動を広げていくためには、階段・タラップ等により安全に川の中に

入れる施設の設置が必要となっています。 

百済川では地元小学校、NPO、堺市等と連携して環境学習やヨシを植えるなどの水質改善に取り組ん

でいますが、子供が安全に川に近づくことができる親水拠点や環境学習の場の整備が望まれています。 

また、陶器川沿いの午
うま

池
いけ

地区では、ため池の改修を契機に自然環境、景観、文化等の保全を目的とし

た陶の里水系協議会 17）が設立・運営され、「陶器川水系 水辺自然回廊づくり」として、農地やため池、

樹林地等の保全とそれらをめぐる散策ルート等の整備を進め、自然環境とうるおいある景観を活かした

身近な自然とふれあえる空間づくりを堺市と連携して取り組んでいます。 

 

図 1.2.12 府民協働（川づく

り）メイン会場の製作状況 

図 1.2.10 不法占用の自主撤去前と自主撤去後 

図 1.2.11 大阪府アドプト・リバー 

認定式典（平成 19年 3月 22日） 
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■陶器川水系 水辺自然回廊づくり 

農地やため池、樹林地などの保全とそれらをめぐる散策ルートなどの整備を進め、自然環境とうる

おいある景観を活かした身近な自然とふれあえる空間づくりに取り組んでいます。 

（これまでの主な取組内容） 

・地域主体の陶の里水系協議会と連携し、各所に自然ふれあいスポットを整備し、陶器川水系の散

策空間を創出。 

・地元主体の陶の里水系協議会と連携し、陶の里散策マップの作成や午池の堤体での植栽整備など、

農地、ため池など農空間の保全、活用に協働のもと取組を推進。 

・回廊の拠点である原池公園において、原池体育館及び周辺整備の完成、公園整備に着手。 
16）アドプト・リバー・プログラム：地元自治会や企業、市民グループ、学校などに河川の一定区間の清掃や美化

活動などを継続的に実施していただき、河川愛護に対する啓発や河川美化による地域環境の改善、不法投棄の防

止などに役立てることをねらいとした取組み。 
17）陶の里水系協議会：午池の改修工事を契機に、午池水系の 6 つのため池を取り巻く自然環境、景観、文化等を
一体的に保全する地域住民主体のまちづくりを目的とし、平成 14年 12月に発足した協議会。 
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（5）自然環境 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（6）景観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石津川の下流部では、過去の改修により河道の平面線形が改善されたことや市街地が発展したこと

により河畔林等の沿川の植生が少なくなっています。上流部や和田川では、湾曲部等に砂州が形成さ

れ、ススキ類等の草木類が見られますが、沿川全体では植生が乏しい状況となっています。 

また、河川内には、多様な水生生物が生息しているものの、河川内には多くの落差工や井堰がある

ことから、水域の連続性で見れば、水生生物の上下流への移動の妨げとなっています。多様な動植物

の生息・生育環境の保全を図るためには、生物多様性に配慮した環境整備や上下流域の連続性の確保

等が必要となっています。 

石津川水系における二級河川指定区間では、時間雨量 50ミリ程度の降雨に対応した改修が完了し
ており、直線化した河道とコンクリートブロック護岸により、単調で人工的な景観となっています。

また、河川内にはゴミが投棄・放置され景観を悪化させています。このような現状を改善するため

に、河川空間が都市部の憩いの場所となるような自然と調和のとれた川づくり、ゴミのないきれい

な川づくりが求められています。 

平成 23 年度からは、大阪府農林部局が実施する「みどりの大阪推進計画」と連携し、河口部から
中流部までの区間をみどりの風促進区域 18）と指定し、河川を基軸とした地域ぐるみの緑化を堺市と

ともに推進しています。 

図 1.2.13 石津川の堰や落差工 

石津川 2.6k付近 石津川 3.6k付近 石津川 3.9k付近 
石津川 2.6k付近 

百済川 
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図 1.2.14 河川のゴミの状況 

図 1.2.15 石津川を基軸とした緑化の取組み

（石津川河口部） 18）みどりの風促進区域：平成 21年度に策定された「みどりの大阪推進計画」の具体的施策として、平成 23年 5
月に府内の道路・河川の 12路線を「みどりの風促進区域」に指定。 
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■河川に対する住民の意識調査結果 
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石津川水系では、「あすの石津川を考える会」を開催して石津川の望ましい姿について意見交換を行う

とともに、「石津川の今後の川づくりに向けたアンケート調査」を実施して河川に対する住民の意識調査

を行いました。 

次世代へ引き継いでいく望ましい河川の姿としては、「きれいな水が流れる川」、「ゴミのない川」、「動

植物が生息する自然豊かな川」という意見が多く見られました。 

また、今後望む整備については、「不法投棄対策や不法占用対策、悪臭対策など維持管理を重点的に行

って欲しい」という意見が多く、次いで「水辺に近づけるなど、河川を利用しやすい整備」「憩いの場所

となるような緑豊かな川づくり」「動植物の生息など生物多様性に配慮した整備」という意見が多く見ら

れました。 

○「あすの石津川を考える会」 
石津川流域は堺市全体の概ね７０％を占めており、堺市において石津川は水害対策とともに、まち

づくりの大きな骨格を形成し、貴重な水と緑のオープンスペースが人々にうるおいを与えたり、多様

な生物の生育の場として機能を果たすことが期待されています。 
この貴重な石津川を次の世代に引き継いでいくためには、減災対策や水質改善など流域全体での工

夫や取り組みが重要となっており、「あすの石津川を考える会」は、今後概ね 10 年間の石津川流域に

おいて地域住民や行政が取り組むべき内容について話し合っていくことを目的として平成 22 年 10月

～平成 23年 1月までに４回開催されました。 

構成メンバーは、概ね石津川及び和田川沿いの校区連合会の代表者、ＮＰＯ等２７名です。 

図 1.2.16 「あすの石津川を考える会」の様子 

○「石津川の今後の川づくりに向けたアンケート調査」 
大阪府では「石津川水系河川整備計画」の策定を進めており、策定にあたり地域住民の意見を反映

していくこととしています。そこで、石津川及び支川の川づくりに対するご意見をお伺いするアンケ

ート調査を実施しました。 
調査期間 ： 平成２２年１１月８日（月）～平成２２年１１月２６日（金） 
対象者 ： 堺市域内の単位自治会長（美原区を除く） 
調査数量及び回収率 ： アンケート調査送付数量 １，２０１通 

アンケート調査回収数量   ６５２通 （回収率５４．３％） 
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その他

ゲリラ豪雨対策など、治水対策を重点的に行ってはしい 保水機能がある森林・緑の保全・整備を重点的に行ってほしい

不法投棄対策や不法占用対策、悪臭対策など維持管理を重点的に行って欲しい 川で泳げるよう、水質や水量の水環境の改善対策

水辺に近づけるなど、河川を利用しやすい整備 憩いの場所となるような、緑豊かな川づくり

動植物の生息など生物多様性に配慮した整備 観光スポットになるようなシンボル的な整備

古墳など流域の歴史・文化遺産を活かした川づくり 現状のままでよい

その他 無回答
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次世代へ引き継ぐ河川の望ましい姿について 

今後の河川整備に望む内容について 
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すみやかに洪水を流せる川 動植物が生息する自然豊かな川 きれいな水が流れる川 水辺へ近づきやすい川

ゴミのない川 まちのにぎわいを提供する親水空間 散策しやすい川 サイレン等、洪水の危険を知らせる川

風を感じるみどり豊かな川 その他 無回答
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 第 3節 流域の将来像 

 
 
 
 
 
 
 

石津川流域の大半を占める堺市の都市計画マスタープランでは『歴史・文化を活かし、持続可能な自治都市を支える協働の都市づくり』を基本姿勢に「活力あふれる都市」、「居住魅力のある都市」、「環境と

共生する都市」、「安全で安心して暮らせる都市」をめざすべき都市像としています。 

「環境と共生する都市」については、里地・里山等の残された緑や、海・河川・ため池等の水辺空間をはじめ、堺市が有する貴重な自然環境や歴史・文化資源の保全・活用を図るとともに、市街地における

緑の創出や水辺空間の再生等、次世代へ継承し、自然とふれあい、潤いとやすらぎのある都市づくりを進めることを目標としています。 

また、「安全で安心して暮らせる都市」については、安全性の高い都市空間を整備するとともに、「自らの身の安全は自らが守る」、「地区の安全は地区全体で守る」との考えに立った取組みを進め、市民（自

助）・地区（共助）・行政（公助）の役割分担と相互の連携により、避難体制の確保や迅速な応急活動等、ハード・ソフト両面から減災の視点にたった都市づくりを進めることを目標としています。 

石津川流域では、多くのため池が点在していることを踏まえ、下流部から上流部までの連続した自然空間の軸となる河川整備を進め、ため池や農地、公園等と共に水と緑に親しみ文化にふれあう都市づくり

を進めます。 

また、河川・下水道の整備やため池等の流出抑制施設を活用した総合的な治水対策の推進により、都市の防災機能を高めるとともに、自助・共助・公助の連携のもと、洪水リスク表示図や地域版ハザードマ

ップ等を活用した防災意識の高揚、自主防災組織活動の活性化による減災の都市づくりを進めます。 
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  赤字：特に河川整備計画に関係すると考えられる事項  
 計 画 名 称 策定年月 計 画 概 要 

土
地
利
用
計
画 

大
阪
府 

大阪府国土利用計画 平成22年10月 

・将来像…「にぎわい・活力ある大阪」、「みどり豊かで美しい大阪」、「安全・安心な大阪」 

・森林、農地、河川、海等の多様な自然環境の保全、それらを有機的につなぐエコロジカル・ネットワークの形成。 

・公共用水域の良好な水質の確保や、水源かん養機能の維持・向上に資する森林・農地等の適切な保全、下水道の高度処理、合流式下水道の改善及び処理水再利用の推進による健全な水循環の構築。 

・地域資源を活かした美しい景観の形成。 

・洪水や津波・高潮等の災害リスクに対しては、河川・下水道、砂防・治山、海岸保全施設等の整備・強化を図る。 

大阪府土地利用基本計画 平成24年3月 

・恵まれた自然条件、歴史・文化的条件等を活かし、環境の保全に十分配慮し、生活・文化・産業・レクリエーション機能などが調和した魅力ある都市環境の育成と、自然と調和した市街地の形成を図る。 

・交通結節性を十分に活かして、職・住・遊・学を考慮し、先端技術産業、研究開発機能の立地誘導により、大阪湾ベイエリアの新たな先導的都市空間としての再生を図る。 

・基幹農道整備、農村総合整備、ほ場整備などの農空間整備により、優良農用地、集団的農用地の保全・活用に努める。 

・森林については、貴重な自然環境として保全を図り、公益的機能を発揮させる府民のレクリエーションの場としての整備を進める。 

総
合
計
画 

大阪21世紀の総合計画(大阪の

再生・元気倍増プラン) 
平成12年12月 

・各活動主体の役割分担をふまえ、協働・連携して取り組む･･･府民、企業、ＮＰＯ、市町村、府、国など大阪で活動する各主体が適切な役割分担をふまえ、協働・連携して具体的な取り組みを展開。 

・取り組みを重点的に進める…限られた資源を友好的に活用し、重点的な取り組み方法を示す。 

・目標と取り組みの成果を明らかにするリストを作成…取り組みのあり方を点検、見直しができるよう、将来像実現に向けた誰にもわかりやすいリストを示す。 

堺
市 

自由都市・ 

堺 ルネサンス計画 
平成19年7月 

・基本理念…“まちを変える”“くらしを変える”“市政を変える”新しい自由都市・堺 ルネサンス 

・施 策 …南海・東南海地震をはじめとする大規模な災害などに備え、自治体相互の応援協定を締結する。また、緊急交通路に架かる橋梁や災害時の避難所となる学校施設、住宅等の耐震補強を推進するとともに、ライフラ

インとしての上下水道管路の耐震化や臨海部での大規模地震対策施設の整備を促進する。 

地域の防災力を強化し、災害時の被害拡大を防止するため、ハザードマップ（災害予測地図）の作成などにより、市民一人ひとりの防災意識の向上を図るとともに、自主防災組織の育成や救急体制の充実に取り組

む。 

潤いややすらぎを感じる快適な都市環境を市民と協働して創出するため、ごみのポイ捨てや歩行喫煙の禁止など、まちの美化を図る取り組みを拡充する。また、緑化活動や水環境の改善、開発等に係る環境影響評

価、市街化調整区域における農地・緑地の保全などに取り組む。 

堺21 世 紀 ・  

未 来 デ ザ イ ン 
平成13年2月 

・基本理念…～輝くひと やすらぐくらし にぎわうまち～ ～ともにつくる自由都市・堺～ 

・基本方針…緑空間や水辺空間を総合的、体系的に整備し、自然と調和したうるおいのある都市環境を創出します。 

臨海新都心においては、うるおいのある水辺や緑空間を創出するとともに、国際的な交流機能や高次の都市機能と、親水・レクリエーション機能や居住機能が調和したまちづくりをすすめます。 

道
路
計
画
・
都
市
計
画 

大
阪
府 

大阪府交通道路マスタープラン 平成16年3月 ・大阪府道路整備長期計画（レインボー計画２１(昭和６２年策定)）の進捗や社会情勢の変化を踏まえ、関西圏の再生・発展に貢献する今後の道路整備や鉄道・バス等の公共交通のあり方等「総合的な交通政策」の方針を提示 

大阪府道路整備長期計画 

「レインボー計画21」 
昭和62年12月 

・基本理念…①地域の発展を支える道、②人・物・情報を運ぶ道、③人間環境を創造する道、④国際化時代にふさわしい道、⑤産業の活性化を目指す道、⑥災害から人と町を守る道、⑦戸口から広がる道 

・基本方針…①広域基幹軸の強化、②地域内道路の体系的整備、③道路交通流の円滑化、④安全な交通空間の確保、⑤まちづくりと一体になった道路の整備、魅力ある道路空間の創造、⑦良好な保全と管理の推進 

大阪府都市基盤整備中期計画

（案） 
平成24年3月 

・将来像…「成長と活力の実現」、「安全と安心の確保」、「都市魅力の向上」 

・重点施策：都市の成長を支えるインフラの強化   ①物流・交通ネットワークの強化、交通渋滞の解消 ②都市拠点を支えるインフラ整備 

・重点施策：維持管理の重点化と建設事業の見直し  ①戦略的な維持管理の推進、②建設事業・計画の見直し（道路、公園、治水対策の転換等） ③交通安全対策、バリアフリー化の推進 

・重点施策：減災、安全・安心のまちづくり  ①国土構造のデュアル化 ②減災のまちづくりの推進（「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策の組合せ）【東日本大震災を踏まえた避難体系の強化、流域全体で

の総合的な治水対策・土砂災害対策の推進、橋梁等の耐震対策、防潮堤・岸壁等の耐震強化、津波・高潮対策】 

・重点施策：連携と協働による都市の魅力づくり  ①地域力の再生、笑働 OSAKAの推進 ②水都大阪の推進 ③環境の保全と創出（大阪湾や河川などの水質改善、豊かな水辺空間の創出等） ④賑わ

い・街並みの形成 

大阪府下水道計画 

（ＲＯＳＥ ＰＬＡＮ） 
平成14年3月 

・基本理念…①豊かで安心して暮らせるまちづくりと持続発展可能な循環型社会の創出 

・施 策 …①豊かできれいな水環境、②雨に強い街づくり、③暮らしやすい社会、④循環型の街づくり、⑤暮らしを支える維持管理 

・目標像 …①泳げる川、泳げる海を取り戻す。水路や水辺を蘇らせ、人の心にゆとりと安らぎを与える。②概ね１０年に一度の雨に対応した街づくり。都市型水害に強い街づくり。 

      ③下水道から街づくりの提案。新たな環境問題に対する不安をなくす。④下水道資源を活用した環境型の街づくり。⑤広域集中管理。大規模災害時のバックアップ体制強化。 

堺
市 

堺市都市計画マスタープラン 平成24年策定中 

・基本姿勢…『歴史・文化を活かし、持続可能な自治都市を支える協働の都市づくり』 

・都市像…①活力あふれる都市 ②居住魅力のある都市 ③環境と共生する都市 ④安全で安心して暮らせる都市 

・下水道…公共用水域の水質改善、公共下水道の整備、下水再生水・雨水貯留浸透水の活用の検討 

・河川…狭間川、西除川、石津川、百舌鳥川の改修事業の促進、水量・水質、空間改善対策の実施 

環
境
関
連
計
画 

大
阪
府 

大阪21世紀の環境総合計画 平成14年3月 
・長期的な目標…「豊かな環境都市・大阪」の構築を目的に、①環境への負荷が少なく良好な環境が享受できる大阪、②ゆとりと潤いがあり、四季が感じられる大阪、③環境を大切にする文化が誇れる大阪の３目標を設定。 

・目標年次 …２００５年(短期的な目標年度)、２０１０年(中間的な目標年度)、２０２５年(長期的な目標年度) 

・対象とする主体…府民、事業者、民間団体、市町村、大阪府 

堺
市 

堺市緑の基本計画 平成15年8月 
・基本理念…緑が育む堺の21世紀 

・基本方針…堺らしい緑をともに育む 

・緑の量の目標…①市域の30％を永続性のある緑地として確保する ②各支所区域の15％を樹林・樹木でおおわれた緑の空間として確保する 

第２次堺市環境基本計画 平成21年5月 
・基本理念…人と自然が共生し、環境にやさしい循環型都市・堺 ～ 未来につなぐ低炭素社会への挑戦 ～ 

・目標…①健康で安心して暮らせるまち【生活環境】 ②．自然のふれあいを大切にするまち【自然環境】③うるおいやにぎわいを育む快適なまち【都市環境】 ④．地球環境にやさしい持続可能なまち【地球環境】 

 

表 1.3.1 大阪府および堺市の関連計画 
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 第 4節 河川整備計画の目標 

1.  洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 

（1）洪水対策 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）地震・津波対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

 
 

 

 

 

3．河川環境の整備と保全に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府では、治水の目標として「一生に一度経験するような大雨（時間雨量80ミリ程度19））が降っ

た場合でも、川があふれて、家が流され、人が亡くなるようなことをなくす。」こととしています。 

また、大阪府域での今後20～30年程度で目指すべき当面の治水目標は、平成22年6月に策定した「今

後の治水対策の進め方」に基づき、「人命を守ることを最優先とする」ことを基本理念に、河川毎に設

定します。具体的には、大阪府全域で時間雨量50ミリ程度20）の降雨に対して床下浸水を防ぎ得るよう

な河川整備を進めることを基本とします。その上で、時間雨量65ミリ程度21）および時間雨量80ミリ程

度の降雨で床上浸水以上の被害のおそれがある場合には、事業効率等を考慮して、時間雨量65ミリ程

度もしくは時間雨量80ミリ程度のいずれかの降雨による床上浸水を防ぐことを整備目標として選択す

ることとしています。 

また、耐水型整備区間22）では、市町村の関係部局と連携し、土地所有者等に対して、洪水リスク表

示図による危険度について周知を行い、洪水氾濫の危険があることを認識してもらうとともに、新た

なリスクを発生させないよう、建物の耐水化や土地利用誘導等の施策を推進していくこととします。 

当面の治水目標として、石津川および和田川については、河川整備によって時間雨量65ミリ程度の

降雨で床上浸水以上の被害を防ぎます。なお、百済川、百舌鳥川、甲斐田川、陶器川、妙見川につい

ては、既に当面の目標を確保しています。 

また、流域全体での洪水リスクの軽減に向けて、準用河川を管理する堺市と洪水リスクを共有し、

ソフト・ハードの両面で連携して取り組むとともに、流域内に多数点在するため池による保水・遊水

機能を持続できるように大阪府農林部局、堺市及び関係団体とも連携していきます。 

石津川水系の既得水利としては、農業用水の許可水利並びに慣行水利があります。河川の適正な利

用および流水の正常な機能の維持に関しては、今後とも、適正かつ効率的な水利用が図られるよう努

めます。 

河川環境の整備と保全については、人と川との関わりや多様な生物の生息・生育環境に十分留意す

るとともに、「みどりの大阪推進計画」等の計画と協調しながら地域が主体となった河川空間づくりを

一層推進し、良好な河川環境、景観の形成に努めます。 

石津川水系の諸河川は、地域に憩いと安らぎを与える貴重な空間であることから、地域住民と連携

して、身近な自然環境にふれあえる水辺空間を創出します。 

水質については、環境基準の達成はもとより、多様な生物の生息・生育環境の保全、良好な景観の

確保に向けて堺市、地域住民、学校等と連携し、更なる水質改善に努めます。 

また、生物多様性の保全のため、外来種の繁茂・繁殖等により生態系に悪影響を及ぼすような場合は、

外来生物法に基づき関係機関と連携して対応に努めます。 

河口部の護岸・堤防の地震・津波対策は、海溝型のL２地震動10）による堤防の沈下等を考慮したう

えで、L１津波23）が越流しないことを目標とします。 

また、L１津波を超える津波に対しては、津波が天端を越流した場合であっても、施設が護岸・堤防

等の河川管理破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あるいは、同施設が完全に流出した状

態である全壊に至る可能性を少しでも減らすことを目標とします。 

19） 時間雨量 80ミリ程度：100年に 1度程度発生する恐れのある雨量（石津川流域では、時間最大雨量 70.2mm、24時間雨量 249.3mm）。
統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が 1/100であること。 

20） 時間雨量 50ミリ程度：10年に 1度程度発生する恐れのある雨量（石津川流域では、時間最大雨量 50mm、24時間雨量 168.9mm）。統
計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が 1/10であること。 

21） 時間雨量 65ミリ程度：30年に 1度程度発生する恐れのある雨量（石津川流域では、時間最大雨量 59.0mm、24時間雨量 204.9mm）。
統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が 1/30であること。 

10） （再掲）L2 地震動：対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動で、そのうちの海溝型は南海トラ
フ巨大地震と定義されています。これに対して「L１地震動」とは、構造物の供用期間中に発生する確率が高い地震動と定義されています。 

23) 耐水型整備区間：部分改修、さらには流出抑制、耐水型都市づくり等あらゆる手段を組み合わせて、効果的かつ浸水リスクの低減に取り
組む区間。部分的改修（ハード整備）を行う区間から、情報伝達や土地利用誘導等のソフト対策を行う区間まで幅広く定義。ただし、山

付き区間では資産等の被害を受けないことから、「耐水型整備区間」として設定しない。 
23） L1津波（施設計画上の津波）：発生頻度は最大クラスの津波に比べて高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波と定義され、

河川管理施設等の整備を行う上で想定する津波としています。 
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【河川整備計画の目標について】 

 

石津川水系は既に時間雨量 50ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させる能力を有しています。 

そこで、当面の治水目標を設定するにあたって、「今後の治水対策の進め方」に示されている当面

の治水目標設定フローに従い、下記の条件のもと、現況河道で時間雨量 65 ミリ程度および時間雨量

80ミリ程度、時間雨量 90ミリ程度の降雨による危険度Ⅱ、Ⅲの有無の確認を行いました。 

 

 

＜氾濫解析条件＞ 

 ●現況河道（時間雨量 50ミリ程度（1/10程度）対策済み）で氾濫解析を実施 

 ●河道と氾濫原を一体的に解析し、河道への復流を考慮 

 ●氾濫原のメッシュサイズは 50m  
 ●対象降雨は、時間雨量 65ミリ程度、80ミリ程度、90ミリ程度の 3ケース 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青線：時間雨量 50ミリ程度の降雨程度対応済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1 大阪府今後の治水対策の進め方における当面の治水目標設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現況

（50ﾐﾘ流下能力の確認）

現況
（50ﾐﾘ流下能力の確認）

50ﾐﾘ対策の実施を想定50ﾐﾘ対策の実施を想定

当面の治水目標を
時間雨量50ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量50ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量65ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量65ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量80ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量80ﾐﾘへの
対応とする

50ﾐﾘ流下能力なし

50ﾐﾘ流下能力あり

50ﾐﾘ対策完成後での時間雨量65ﾐﾘ,80ﾐﾘ
の降雨による危険度Ⅱ,Ⅲの有無を確認

50ﾐﾘ対策完成後での時間雨量65ﾐﾘ,80ﾐﾘ
の降雨による危険度Ⅱ,Ⅲの有無を確認

事業効率等により選択事業効率等により選択

危険度Ⅱ,Ⅲが発生しない 危険度Ⅱ,Ⅲが発生する

現況
（50ﾐﾘ流下能力の確認）

現況
（50ﾐﾘ流下能力の確認）

50ﾐﾘ対策の実施を想定50ﾐﾘ対策の実施を想定

当面の治水目標を
時間雨量50ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量50ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量65ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量65ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量80ﾐﾘへの
対応とする

当面の治水目標を
時間雨量80ﾐﾘへの
対応とする

50ﾐﾘ流下能力なし

50ﾐﾘ流下能力あり

50ﾐﾘ対策完成後での時間雨量65ﾐﾘ,80ﾐﾘ
の降雨による危険度Ⅱ,Ⅲの有無を確認

50ﾐﾘ対策完成後での時間雨量65ﾐﾘ,80ﾐﾘ
の降雨による危険度Ⅱ,Ⅲの有無を確認

事業効率等により選択事業効率等により選択

危険度Ⅱ,Ⅲが発生しない 危険度Ⅱ,Ⅲが発生する

百済川 

百舌鳥川 

石津川 

和田川 

陶器川 
妙見川 

甲斐田川 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 
 

31

① 石津川 

・事業効率比較より、石津川の当面の治水目標は時間雨量 65 ミリ程度対策とし、対策としては河川

改修とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策計画案 
項 目 

① 
河川改修 

② 
流域貯留＋河川改修 

③ 
和田川遊水池＋河川改修 

対策案の概要 
・河積拡大により流下能力を確保する。 
・土地利用が高度化されており河床掘削を基本とする。 

・流域貯留により下流河川の流量を低減する。 
・流下能力が不足する箇所は河川改修を行う。 

・支川和田川の農地に遊水地を設置し、下流河川の流量を低

減する。 
・流下能力が不足する箇所は河川改修を行う 

流量配分図 大
阪
湾

百
済
川

平
岡
大
橋

和
田
川

陶
器
川

小
代
橋

妙
見
川

甲斐田川

泉
北
高
速
鉄
道

百舌鳥川

(52)
55

[55]

単位：m3/s
( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65mm対策
赤字：80mm対策

(37)
40

[40]

(165)
170

[170]

(125)
130

[130]

(249)
250
[250]

(191)
200
[200]

(271)
280

[280]

(208)
210

[210]

(377)
380

[380]

(291)
300

[300]

(578)
600

[600]

(444)
450

[450]

(603)
650

[650]

(467)
470

[470]

(799)
800

[800]

(629)
650

[650]

 

大
阪
湾

百
済
川

平
岡
大
橋

和
田
川

陶
器
川

小
代
橋

妙
見
川

甲斐田川

泉
北
高
速
鉄
道

百舌鳥川

(45)
45
[55]

(32)
35
[40]

単位：m3/s
( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65mm対策
赤字：80mm対策

(146)
150
[170]

(110)
110
[130]

(220)
220
[250]

(171)
180
[200]

(242)
250
[280]

(188)
190
[210]

(343)
350
[380]

(270)
270
[300]

(533)
550
[600]

(420)
420
[450]

(556)
600
[650]

(441)
450
[470]

(751)
800
[800]

(599)
600
[650]

 

大
阪
湾

百
済
川

平
岡
大
橋

和
田
川

陶
器
川

小
代
橋

妙
見
川

泉
北
高
速
鉄
道

百舌鳥川

(490)
490
[650]

(729)
750

[800]

(613)
650

[650]

遊水地
50

単位：m3/s
( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65mm対策
赤字：80mm対策

(461)
470
[600]

(377)
380
[380]

(271)
280
[280]

(249)
250
[250]

(165)
170

[170]

(52)
55
[55]

(417)
420
[470]

(393)
400

[450]

(291)
300
[300]

(208)
210
[210]

(191)
200
[200]

(125)
130

[130]

(37)
40
[40]

 
治水上の評価 

超過洪水への対応性 
・現況河道の流下能力が向上する。 
・超過洪水時には、下流での水害リスクが増加してしまう。 

・現況河道への洪水規模が縮減する。 
・超過洪水時での下流の水害リスクの増大は見られない。 

・現況河道への洪水規模が縮減する。 
・超過洪水時での下流の水害リスクの増大は見られない。 

利水上の評価 
80mm対策 ・落差工部での井堰等の改良は発生する。 ・落差工部での井堰等の改良は発生する。 ・影響はほとんどなし 

65mm対策 ・影響はほとんどなし ・影響はほとんどなし ・改修は不要 

自然環境上の

評価 
80mm対策 

・河床の縦断位置による地質的な変化や掃流力の変化により

河床の環境が変化する。 
・河床の縦断位置による地質的な変化や掃流力の変化により

河床の環境が変化する。 
・影響はほとんどなし 

65mm対策 ・影響はほとんどなし ・影響はほとんどなし － 

社会環境上の

評価 

80mm対策 ・用地確保等は基本的に発生せず土地利用への変化はない。 ・用地確保等は基本的に発生せず土地利用への変化はない。 ・用地確保等は発生せず土地利用への変化はない。 

65mm対策 ・用地確保等は発生せず土地利用への変化はない。 ・用地確保等は発生せず土地利用への変化はない。 － 

施工性・実現性 
・最も一般的な河川工事である。 ・流域貯留を行う具体策の検討が必要である。 

・流域貯留施設の機能が将来的にも担保される必要がある。 
・和田川周辺に残る農地に対する大規模な用地取得が必要。 

概算事業費 
80mm対策 河川改修 35.5億円 ため池利用により 

8.4億円 
河川改修 25.0億円 遊水地 317.5億円 河川改修 11.0億円 

65mm対策 河川改修 10.8億円 河川改修 10.5億円 遊水地 176.1億円 － 

B-C 
EIRR 

80mm対策 B-C＝－17.6億円、EIRR＝0.6% B-C＝－14.1億円、EIRR＝1.2% B-C＝－73.4億円、EIRR＝－0.5% 

65mm対策 B-C＝4.4億円、EIRR＝6.2% B-C＝－0.9億円、EIRR＝3.7% B-C＝－65.9億円、EIRR＝－0.6% 
 対象流量 ：河道整備にあたって目標とする河川の流量のこと 

[基本高水]：流域に降った計画規模の降雨がそのまま河川に流れ出た場合（人工的な施設で洪水調節が行われていない状態）の河川の流量のこと 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

大
阪
湾

百
済
川

平
岡
大
橋

和
田
川

陶
器
川

小
代
橋

妙
見
川

甲斐田川

泉
北
高
速
鉄
道

百舌鳥川

55
[55]

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65ミリ対策
赤字：80ミリ対策

40
[40]

170
[170]

130
[130]

250
[250]

200
[200]

280
[280]

210
[210]

380
[380]

300
[300]

600
[600]

450
[450]

650
[650]

470
[470]

800
[800]

650
[650]

大
阪
湾
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大
橋

和
田
川

陶
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小
代
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川
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速
鉄
道

百舌鳥川

45
[55]

35
[40]

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65ミリ対策
赤字：80ミリ対策

150
[170]

110
[130]

220
[250]

180
[200]

250
[280]

190
[210]

350
[380]

270
[300]

550
[600]

420
[450]

600
[650]

450
[470]

800
[800]

600
[650]

大
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大
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和
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百舌鳥川

490
[650]

750
[800]

650
[650]

遊水地
50

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65ミリ対策
赤字：80ミリ対策

470
[600]

380
[380]

280
[280]

250
[250]

170
[170]

55
[55]

420
[470]

400
[450]

300
[300]

210
[210]

200
[200]

130
[130]

40
[40]
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② 和田川 

・事業効率比較より、和田川の当面の治水目標は時間雨量 65 ミリ程度対策とし、対策としては河川

改修とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策計画案 
項 目 

① 
河川改修 

② 
流域貯留＋河川改修 

③ 
和田川遊水池＋河川改修 

対策案の概要 
・堤防整備、河積拡大により流下能力を確保する。 
・土地利用が高度化されており河床掘削を基本とする。 

・流域貯留により下流河川の流量を低減する。 
・流下能力が不足する箇所は河川改修を行う。 

・和田川の農地等に遊水地を設置し、下流側の流量を低減す

る。 
・流下能力が不足する箇所は河川改修を行う 

流量配分図 
石
津
川

甲斐田川

(149)
150

[150]
(197)
200

[200]

単位：m
3
/s

( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65mm対策
赤字：80mm対策

(50)
50
[50]
(74)
75
[75]

 

甲斐田川

石
津
川

(147)
150
[150]
(187)
190
[200]

(48)
50

[50]
(72)
75

[75]

単位：m
3
/s

( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65mm対策
赤字：80mm対策

 

4.26k

単位：m
3
/s

( )：生値
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
赤字：80mm対策

石
津
川

甲斐田川

(160)
160
[200]

(197)
200

[200]

(74)
75
[75]

 
治水上の評価 

超過洪水への対応性 
・現況河道の流下能力が向上する。 
・超過洪水時での下流の水害リスクの増大は見られない。 

・現況河道への洪水規模が縮減する。 
・超過洪水時での下流の水害リスクの増大は見られない。 

・現況河道への洪水規模が縮減する。 
・超過洪水時での下流の水害リスクの増大は見られない。 

利水上の評

価 

80mm対策 ・落差工部での井堰等の改良は発生する。 ・落差工部での井堰等の改良は発生する。 ・河道の改修は不要 

65mm対策 ・河道の改修は不要 － － 

自然環境上

の評価 
80mm対策 

・河床の縦断位置による地質的な変化や掃流力の変化により

河床の環境が変化する。 
・河床の縦断位置による地質的な変化や掃流力の変化により

河床の環境が変化する。 
－ 

65mm対策 － － － 

社会環境上

の評価 

80mm対策 ・用地確保等は基本的に発生せず土地利用への変化はない。 ・用地確保等は基本的に発生せず土地利用への変化はない。 － 

65mm対策 － － － 

施工性・実現性 
・最も一般的な河川工事である。 ・流域貯留を行う具体策の検討が必要である。 

・流域貯留施設の機能が将来的にも担保される必要がある。 
・農地に対する大規模な用地取得が必要。 

概算事業費 
80mm対策 河川改修 21.3億円 ため池利用により 

1.6億円程度 
河川改修 20.8億円 遊水地 75.9億円 河川改修 0.3億円 

65mm対策 河川改修 0.3億円 河川改修 0.3億円 － 

B-C 
EIRR 

80mm対策 B-C＝－18.1億円、EIRR＝－3.2% B-C＝－19.3億円、EIRR＝－3.4 % B-C＝－47.1億円、EIRR＝－0.9% 

65mm対策 B-C＝0.6億円、EIRR＝14.6% B-C＝－1.1億円、EIRR＝0.0%  
 対象流量 ：河道整備にあたって目標とする河川の流量のこと 

[基本高水]：流域に降った計画規模の降雨がそのまま河川に流れ出た場合（人工的な施設で洪水調節が行われていない状態）の河川の流量のこと 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

80ミリ対策 

65ミリ対策 

石
津
川

甲斐田川

150
[150]
200

[200]

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65ミリ対策
赤字：80ミリ対策

50
[50]
75

[75]

甲斐田川

石
津
川

150
[150]
190

[200]

50
[50]
75

[75]

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水
青字：65ミリ対策
赤字：80ミリ対策

4.26k
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【治水手法について】 

石津川、和田川における治水手法は以下に示すフローに従い、まず始めに考えられる一般的な手法

を抽出し、各手法から石津川流域に対応可能な手法を選定しました。 

次に選定した手法について具体的な対策方法の比較を行い、最適案を決定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.2  治水手法の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

① 石津川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治水手法の抽出（１次選定） 

＜評価のポイント＞ 

以下の観点から治水代替案、もしくは今後検討を進めていくべき治

水手法を抽出 

・実現性        周辺の土地利用状況、技術上の観点 

・被害軽減効果    効果の内容・範囲、効果の発現時期 

代替案比較（２次選定） 

＜評価のポイント＞ 

・安全性        安全度の確保 

・コスト      費用（事業費、維持管理費用） 

・持続性      持続可能か 

・地域社会への影響 事業地及びその周辺への影響 

・環境への影響 水環境、動植物・生態系への影響 

今後検討を進めていくべき治水手法 

実現性はあるが、現時点では効果を定

量的に評価することが困難な手法、実

現までに時間を要する手法を抽出 

実現性があり、被害軽減効果を

定量的に評価可能な案を抽出 

治水対策の決定 

 

●一般的に考えられる治水手法の抽出と石津川流域での適用性について整理を行う。 

 なお、石津川流域は 

  ①流域のほとんどが市街化されており、水田や森林の占める割合は小さい。 

  ②流域の中上流部は農地と宅地が混在しているが、氾濫原となる下流部は密集市街地 

   となっており、両岸に人家が連担している。 

  ③流域内にはため池が多く存在する。 

  ④全区間時間雨量 50ミリ程度対応で改修済み。 

  ⑤治水目標は 65ミリ程度対応としている。 

 以上のことを考慮し、石津川の時間雨量 65ミリ程度対応について、実現可能な治水方法につ

いて整理する。 

●抽出された治水手法（５手法） 

  遊水地、放水路、河道の掘削、雨水貯留施設（公共施設）、雨水貯留施設（ため池） 

 ●今後検討する治水手法（５手法） 

  決壊しづらい堤防、雨水浸透施設、土地利用規制（建築規制）、 

  洪水の予測・情報の提供等、水害保険等 

石津川では河道の掘削案が有力である 
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表 1.4.1（1） 考えられる治水手法（石津川） 

◯：実現可能な項目・対策   △：実現へは課題が残る項目・対策  ×：石津川では困難な項目・対策 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                                案
     評価

ダム
新規建設

ダムの
有効活用

遊水地
放水路

（トンネル）
河道の掘削 引堤

堤防の
かさ上げ

河道内樹木
の伐採

決壊しない
堤防

決壊しづらい
堤防

高規格堤防 排水機場
雨水貯留施設
(公共施設）

雨水貯留施設
(ため池）

上流の方まで河川
沿いには家屋が存
在しており、また
上流部は高低差の
低い丘陵であるた
め、大規模なダム
の建設は困難であ
る。

流域内に既設ダム
は存在しない。

河川周辺に農地が
残っている箇所が
あり、可能性があ
る。

堺泉北有料道路の
地下空間を利用し
て流下能力不足区
間上流から洪水を
海へ直接排水でき
る可能性がある。

宅地連坦部では用
地的に拡幅が困難
であり掘削による
断面拡大が有効で
ある。

河川沿いまで住宅
が立地しており、
JR橋など橋梁も多
数架かっているた
め、河川横断方向
への拡幅には課題
が多い。

河川沿いまで住宅
が立地しており、
JR橋など橋梁も多
数架かっているた
め、堤防の嵩上げ
には課題が多い。

洪水の流下を阻害
するような大規模
な樹林帯は河道内
にない。

現在では十分な技
術が確立されてい
ない。

堤防断面の確保や
遮水等の対策を行
うことで、堤防の
安全性を高めるこ
とができる。

高規格堤防により
破堤が回避でき、
大幅な被害軽減が
期待できる。ただ
し、築堤区間は密
集市街地であり、
コストが膨大とな
る。

石津川の支川は
バック堤方式で整
備されており、排
水機場の必要性は
ない。

学校のグランドや
公共施設の地下貯
留が考えられ、学
校は流域内に比較
的多く存在してい
る。

ため池が流域内に
多く点在してお
り、活用が期待さ
れる。

△ × ○ ○ ○ △ △ × × ○ △ × ○ ○

ダムの流域面積が
小さく、治水容量
もあまり確保でき
ないため、効果は
あまり期待出来な
い。

－
遊水地よりも下流
で流量低減効果が
期待できる。

放水路よりも下流
で流量低減効果が
期待できる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

－ －

流下能力は向上し
ないが、堤防決壊
までの時間は多く
確保できる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

－

多くの施設に貯留
施設が整備できれ
ば効果が期待でき
る。

流域内のため池に
治水効果を付加す
れば効果が期待さ
れる。

× ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

－

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

地下河川となるた
め、下流端の排水
ポンプ能力以上の
洪水への対応は困
難。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できるが、
破堤時に被害が増
加する可能性があ
る。

－ －

流下能力は向上し
ないが、堤防決壊
までの時間は多く
確保できる。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

－

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

× △ × ○ ○ △ △ ○ △ △

土砂堆積等に対す
る維持管理が必要
である。

－

平常時利用の形態
によるが、遊水後
の維持管理が必要
である。

排水ポンプの更新
やトンネルの堆
砂・摩耗対策など
の維持管理が必要
である。

河床洗掘・土砂堆
積等に対する維持
管理が必要であ
る。

河床洗掘・土砂堆
積等に対する維持
管理が必要であ
る。

定期的な堤防点検
と補修が必要であ
る。

－ －
定期的な堤防点検
と補修が必要であ
る。

堤防が土地と一体
化するため、持続
性は高い。

－
土砂堆積等に対す
る維持管理が必要
である。

治水機能を維持す
るために買い取
り・合意形成等が
必要である。

△ △ △ △ △ △ △ ○ △ △

家屋の移転等地域
社会への影響は大
きい。

－

広範囲の農地が喪
失するため、農家
の生活に影響を及
ぼす。

シールド工法を適
用すれば、地域社
会への影響は抑え
られる。

現況河道内での改
修であるため、地
域社会への影響は
小さい。

大規模な家屋移転
が発生するため、
地域社会への影響
は非常に大きい。

家屋移転が発生す
る可能性があり、
地域社会への影響
は大きい。

－ －

堤防用地や施工
ヤードの確保のた
めに河道沿いの家
屋に影響を与える
可能性がある。

堤防整備とあわせ
て区画整備も行う
ため、土地利用が
大きく変化した
り、地域のつなが
りが切れてしまう
可能性がある。

－

既存施設を利用す
るため、地域への
大きな影響はな
い。

既存施設を利用す
るため、地域への
大きな影響はな
い。

× △ ○ ○ × × △ × ○ ○

上流部の森林や河
川がダム湖に水没
するため、周辺環
境に変化が生じ
る。

－

川沿いの水田と
いった現在の環境
が喪失し、生態系
に影響を及ぼす可
能性がある。

トンネルを掘削す
るため、地下水へ
の影響など、周辺
環境への影響が懸
念される。

河道内の水生生物
等に影響を及ぼす
可能性がある。

現況河道沿いの環
境へ影響を及ぼす
可能性がある。

特にない。 － － 特にない。 特にない。 －

既存施設を利用す
るため、環境への
大きな影響はな
い。

大幅な改築を伴わ
ない範囲で施工す
れば影響は抑えら
れる。

× △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

洪水時のみの貯留
とすれば現状で維
持される。

－
洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

洪水時のみのバイ
パスなので現状で
維持される。

現状が維持され
る。河床形態によ
る必要流量の変化
に留意が必要であ
る。

現状が維持され
る。河床形態によ
る必要流量の変化
に留意が必要であ
る。

特にない。 － － 特にない。 特にない。 －
洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダム堤体の建設、
用地買収に多額の
費用が必要であ
る。

－
遊水地の用地買収
に多額の費用が必
要である。

放水路建設や排水
機場の設置に多額
の費用が必要であ
る。

河道改修費用や施
設改修費用が必要
である。JR橋梁等
の架替が必要にな
れば費用が嵩む。

河道改修費用や施
設改修費用、家屋
移転補償費用、JR
等橋梁架替費用
等、莫大な費用が
必要である。

河道改修費用や施
設改修費用、家屋
移転補償費用、JR
等橋梁架替費用
等、莫大な費用が
必要である。

－ －

堤防の改良費用が
必要であるが、通
常行う維持管理の
範囲内に含まれる
場合もある。

河道改修費用や施
設改修費用、家屋
移転補償費用、JR
等橋梁架替費用、
土地基盤整備費用
等、莫大な費用が
必要である。

－

貯留施設設置費用
が必要である。グ
ラウンド掘り下げ
や地下調節池の整
備等を行う場合は
費用が嵩む

ため池の施設の改
良費用が必要であ
る。維持管理費の
負担も考えられ
る。

× × × △ × × △ × △ △

特に問題はない。 － 特に問題はない。
排水機場用地の確
保が必要である。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る可能性がある。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る可能性がある。

－ －
家屋が近接してお
り、施工時に配慮
が必要。

利害関係者が多
く、合意形成に時
間を要する。

－
施工中は施設の利
用に制限が生じ
る。

老朽施設の補修を
兼ねることができ
る。

○ ○ △ △ △ △ △ × △ ○

評価結果

×
（当面の整備とし
ては実現性が低

い）

×
○

（二次選定）
○

（二次選定）
○

（二次選定）

×
（河川改修手法と
しては、河道の掘
削の方が有利であ

る）

×
（河川改修手法と
しては、河道の掘
削の方が有利であ

る）

× ×

△
（今後検討）

（流下能力は向上
しないが、人的被
害軽減効果が望め

る）

×
（当面の整備とし
ては実現性が低

い）

×
○

（二次選定）
○

（二次選定）

13

石津川での可能性

施工性

超過洪水に対する効果

治水効果の持続性

計画規模の洪水に対する効果

コスト

流水の正常な機能の維持への影響

地域社会への影響

環境への影響
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表 1.4.1（2） 考えられる治水手法（石津川） 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

                                案
     評価

雨水浸透施設
遊水機能を有する
土地の保全

部分的に低い堤防
の存置

霞堤の存置 輪中堤 二線堤 樹林帯等
宅地嵩上げ、ピロ
ティ建築等

土地利用規制 水田等の保全 森林の保全
洪水の予測、情報

の提供等
水害保険等

流域内の市街地に
おいて雨水浸透桝
を設置すること
で、流出抑制によ
る河道ピーク流量
低減につながると
考えられる。

自然に洪水を調節
する作用を有する
池、沼沢、低湿地
等が存在しない。

部分的に低い堤防
は存在しない。

霞堤は存在しな
い。

河川沿いまで住宅
が立地しており、
河川際の家屋から
防御対象となるた
め、堤防は輪中形
態とはならない。

河川沿いまで住宅
が立地しており、
河川際の家屋から
防御対象となるた
め、二線堤による
被害の軽減は困
難。

水害防備林的な樹
林帯はない。河川
沿いまで住宅が立
地しており、水害
防御に有効な樹林
幅を確保できる用
地はない。

氾濫区域となる下
流域は市街地であ
り、対象となる家
屋が多い。

既に密集市街地を
形成していること
から、建築規制が
有効であるが、効
果の発現には長期
間を要する。

流域のほとんどが
市街化されている
が、一部の川沿い
等に水田が残る。

流域のほとんどが
開発されている
が、最上流部に一
部森林が残されて
いる。

浸水想定図、ハ
ザードマップの公
表など被害の軽減
に有効である。

直接的な水害の予
防対策とはならな
いが、被災者の支
援制度として有効
である。

○ × × × × × × △ △ △ △ ○ ○

多くの住民の協力
が得られれば効果
が期待できる。

－ － － － － －
氾濫の可能性は残
るが、家屋浸水被
害は解消できる。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

避難などに関して
有効である。

事後対策であるた
め、治水効果はな
い。

△ △ △ × × ○ ×

継続的な取組みが
実施されれば、効
果が期待される。

－ － － － － －
氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

超過洪水にも有効
である。

事後対策であるた
め、治水効果はな
い。

△ △ △ × × ○ ×

住民負担・協力が
必要であり、持続
性には助成金等の
補助が必要。

－ － － － － －
少なくとも家屋の
建て替えまでは効
果は持続する。

建築基準法第39条
災害危険区域指定
等、法的な規制が
必要

土地利用が変化し
ない限り効果は持
続する。

土地利用が変化し
ない限り効果は持
続する。

整備状況に応じ
て、更新が必要と
なる。

－

△ ○ △ ○ ○ ○

特にない － － － － － －

広範囲での嵩上げ
により地域の様相
が一変し、生活環
境が大きく変わる
可能性がある。

家屋の建築に制限
を受けるため、人
口が流出し、地域
が衰退する可能性
がある。

宅地開発などが抑
制されるため地域
振興に影響する。
一方、農業振興に
つながる。

宅地開発などが抑
制されるため地域
の振興に影響す
る。
一方、林業振興に
つながる。

地域住民への周知
が必要である。

－

○ △ △ △ △ ○

地下水の涵養につ
ながり、環境面に
は効果が期待され
る。

－ － － － － － 特にない。 特にない。

無秩序な宅地化等
の規制、荒廃農地
の改善になりマイ
ナス面は少ない。

無秩序な宅地化等
の規制、荒廃林地
の改善になりマイ
ナス面は少ない。

特にない。 特にない。

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下水の涵養につ
ながり、流水の正
常な機能の維持に
も効果が期待され
る。

－ － － － － － 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補助金や助成金 － － － － － －
対象となる家屋が
多く、事業費は膨
大となる。

－ 補助金や助成金 補助金や助成金
解析作業、住民周
知に要する費用

地域住民が保険料
を負担する必要が
ある。

△ × △ △ △ △

－ － － － － － －
地域との合意形成
が必要。

都市計画に関する
議会での承認が必
要。効果発現まで
には非常に長期間
を要する。

－ －
洪水リスク表示図
を公表済み

－

× × ○

評価結果

△
（今後検討）

（長期的には効果
が望める）

× × × × × ×

×
（当面の対策とし
ては実現性が低

い）

△
（建築規制につい
て今後検討）

×
（効果がほとんど
期待出来ない）

×
（効果がほとんど
期待出来ない）

△
（今後の検討）
（定量的な評価は
できない）

△
（今後検討）

石津川での可能性

施工性

超過洪水に対する効果

治水効果の持続性

計画規模の洪水に対する効果

コスト

流水の正常な機能の維持への影響

地域社会への影響

環境への影響

◯：実現可能な項目・対策   △：実現へは課題が残る項目・対策  ×：石津川では困難な項目・対策 
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石津川 整備計画の目標に対する治水手法（目標規模；65ミリ程度，河道掘削） 

 

・河床を掘り下げることで河積を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修必要区間（65mm）

H.W.L

0.
9m

図 1.4.3 整備計画の目標に対する治水手法の概要（石津川；河道掘削） 
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単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水

対象流量 ：河道整備にあたって目標とする河川の流量のこと 
[基本高水]：流域に降った計画規模の降雨がそのまま河川に流れ出た場合（人工 

的な施設で洪水調節が行われていない状態）の河川の流量のこと 
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【整備後の氾濫解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象降雨：65ミリ程度（石津川） 

浸水なし 

対象降雨：80ミリ程度（石津川） 対象降雨：90ミリ程度（石津川） 

図 1.4.4  氾濫解析結果（浸水深）【石津川（65ミリ程度対応）；河道掘削】 
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② 和田川 

 

【和田川における治水手法選定の考え方】 

 ・和田川における堤防の嵩上げは、暫定堤防を完成堤防にするという軽微な対策であり、地域社会、

自然環境に与える影響は小さく、事業費も安価です。 

 ・このため、和田川においては他の治水手法は基本的に選定しません。 

 ・ただし、ため池が多く存在するという流域の特徴に鑑み、ため池による洪水調効果の評価も行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一般的に考えられる治水手法の抽出と和田川流域での適用性について整理を行う。 

 なお、和田川流域は 

  ①流域のほとんどが市街化されており、水田や森林の占める割合は小さい。 

  ②和田川沿いには農地が残されており、氾濫原も主に農地である。 

  ③流域内にはため池が多く存在する。 

  ④全区間時間雨量 50ミリ程度対応で改修済み。 

  ⑤治水目標は 65ミリ程度対応としている。 

 以上のことを考慮し、和田川の時間雨量 65ミリ程度対応について、実現可能な治水方法につ

いて整理する。 

●抽出された治水手法（２手法） 

  堤防の嵩上げ、雨水貯留施設（ため池） 

●今後検討する治水手法（５手法） 

  決壊しづらい堤防、雨水浸透施設、土地利用規制、 

  洪水の予測・情報の提供等、水害保険等 

和田川では堤防の嵩上げ案が有力である 
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表 1.4.2（1） 考えられる治水手法（和田川） 

◯：実現可能な項目・対策   △：実現へは課題が残る項目・対策  ×：和田川では困難な項目・対策 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                                案
     評価

ダム
新規建設

ダムの
有効活用

遊水地
放水路

（トンネル）
河道の掘削 引堤

堤防の
かさ上げ

河道内樹木
の伐採

決壊しない
堤防

決壊しづらい
堤防

高規格堤防 排水機場
雨水貯留施設
(公共施設）

雨水貯留施設
(ため池）

上流の方まで河川
沿いには家屋が存
在しており、また
上流部は高低差の
低い丘陵であるた
め、大規模なダム
の建設は困難であ
る。

流域内に既設ダム
は存在しない。

河川周辺に農地が
残っている箇所が
あり、可能性があ
る。

堺泉北有料道路の
地下空間を利用し
て流下能力不足区
間上流から洪水を
海へ直接排水でき
る可能性がある。

宅地連坦部では用
地的に拡幅が困難
であり掘削による
断面拡大が有効で
ある。

河川沿いに農地が
残されており、大
規模な道路橋や鉄
道橋がないため、
可能性がある。

河川沿いに農地が
残されており、大
規模な道路橋や鉄
道橋がないため、
可能性がある。

洪水の流下を阻害
するような大規模
な樹林帯は河道内
にない。

現在では十分な技
術が確立されてい
ない。

堤防断面の確保や
遮水等の対策を行
うことで、堤防の
安全性を高めるこ
とができる。

氾濫流が河川周辺
に留まる氾濫形態
であり、破堤時の
被害もそれほど大
きくないことか
ら、高規格堤防は
必要ない。

石津川との合流点
はバック堤方式で
整備されており、
排水機場の必要性
はない。

学校のグランドや
公共施設の地下貯
留が考えられ、学
校は流域内に比較
的多く存在してい
る。

ため池が流域内に
多く点在してお
り、活用が期待さ
れる。

△ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○

ダムの流域面積が
小さく、治水容量
もあまり確保でき
ないため、効果は
あまり期待出来な
い。

－
遊水地よりも下流
で流量低減効果が
期待できる。

放水路よりも下流
で流量低減効果が
期待できる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

流下能力の向上に
より効果が期待で
きる。

計画堤防高に満た
ない箇所の軽微な
堤防整備だけで被
害が解消できる。

－ －

流下能力は向上し
ないが、堤防決壊
までの時間は多く
確保できる。

－ －

多くの施設に貯留
施設が整備できれ
ば効果が期待でき
る。

流域内のため池に
治水効果を付加す
れば効果が期待さ
れる。

× ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

－

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

地下河川となるた
め、下流端の排水
ポンプ能力以上の
洪水への対応は困
難。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

超過洪水に対して
も一定の治水効果
が期待できる。

－ －

流下能力は向上し
ないが、堤防決壊
までの時間は多く
確保できる。

－ －

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

超過洪水に対して
はほとんど効果が
期待出来ない場合
がある。

× △ × ○ ○ ○ △ △ △

土砂堆積等に対す
る維持管理が必要
である。

－

平常時利用の形態
によるが、遊水後
の維持管理が必要
である。

排水ポンプの更新
やトンネルの堆
砂・摩耗対策など
の維持管理が必要
である。

河床洗掘・土砂堆
積等に対する維持
管理が必要であ
る。

河床洗掘・土砂堆
積等に対する維持
管理が必要であ
る。

定期的な堤防点検
と補修が必要であ
る。

－ －
定期的な堤防点検
と補修が必要であ
る。

－ －
土砂堆積等に対す
る維持管理が必要
である。

治水機能を維持す
るために買い取
り・合意形成等が
必要である。

△ △ △ △ △ △ △ △ △

家屋の移転等地域
社会への影響は大
きい。

－

広範囲の農地が喪
失するため、農家
の生活に影響を及
ぼす。

シールド工法を適
用すれば、地域社
会への影響は抑え
られる。

現況河道内での改
修であるため、地
域社会への影響は
小さい。

農地等の面積が減
少するが、軽微で
ある。

現況河道周辺での
改修であるため、
地域社会への影響
は小さい。

－ －

現況河道周辺での
改修であるため、
地域社会への影響
は小さい。

－ －

既存施設を利用す
るため、地域への
大きな影響はな
い。

既存施設を利用す
るため、地域への
大きな影響はな
い。

× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上流部の森林や河
川がダム湖に水没
するため、周辺環
境に変化が生じ
る。

－

川沿いの水田と
いった現在の環境
が喪失し、生態系
に影響を及ぼす可
能性がある。

トンネルを掘削す
るため、地下水へ
の影響など、周辺
環境への影響が懸
念される。

河道内の水生生物
等に影響を及ぼす
可能性がある。

現況河道沿いの環
境へ影響を及ぼす
可能性がある。

特にない。 － － 特にない。 － －

既存施設を利用す
るため、環境への
大きな影響はな
い。

大幅な改築を伴わ
ない範囲で施工す
れば影響は抑えら
れる。

× △ △ △ △ ○ ○ ○ △

洪水時のみの貯留
とすれば現状で維
持される。

－
洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

洪水時のみのバイ
パスなので現状で
維持される。

現状が維持され
る。
河床形態による必
要流量の変化に留
意が必要である。

現状が維持され
る。河床形態によ
る必要流量の変化
に留意が必要であ
る。

特にない。 － － 特にない。 － －
洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

洪水時のみの貯留
なので現状で維持
される。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダム堤体の建設、
用地買収に多額の
費用が必要であ
る。

－
遊水地の用地買収
に多額の費用が必
要である。

放水路建設や排水
機場の設置に多額
の費用が必要であ
る。

河道改修費用や施
設改修費用が必要
である。

河道改修費用や施
設改修費用が必要
である。

軽微な堤防整備の
みで十分である。

－ －

堤防の改良費用が
必要であるが、通
常行う維持管理の
範囲内に含まれる
場合もある。

－ －

貯留施設設置費用
が必要である。グ
ラウンド掘り下げ
等を行う場合は費
用が嵩む

ため池の施設の改
良費用が必要であ
る。
維持管理費の負担
も考えられる。

× × × △ △ ○ △ △ △

特に問題はない。 － 特に問題はない。
排水機場用地の確
保が必要である。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る可能性がある。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る。

一般的な手法であ
るが、横断構造物
の改築が必要にな
る可能性がある。

－ － 特に問題はない。 － －
施工中は施設の利
用に制限が生じ
る。

老朽施設の補修を
兼ねることができ
る。

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○

評価結果

×
（当面の整備とし
ては実現性が低

い）

×

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

×
（河川改修手法と
しては、堤防のか
さ上げの方が有利

である）

×
（河川改修手法と
しては、堤防のか
さ上げの方が有利

である）

○
（二次選定）

× ×

△
（今後検討）

（流下能力は向上
しないが、人的被
害軽減効果が望め

る）

× ×

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

○
（二次選定）

※ 石津川本川へ
の効果も期待でき

る

和田川での可能性

施工性

超過洪水に対する効果

治水効果の持続性

計画規模の洪水に対する効果

コスト

流水の正常な機能の維持への影響

地域社会への影響

環境への影響
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表 1.4.2（2） 考えられる治水手法（和田川） 

◯：実現可能な項目・対策   △：実現へは課題が残る項目・対策  ×：和田川では困難な項目・対策 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

                                案
     評価

雨水浸透施設
遊水機能を有する土

地の保全
部分的に低い堤防

の存置
霞堤の存置 輪中堤 二線堤 樹林帯等

宅地嵩上げ、ピロ
ティ建築等

土地利用規制 水田等の保全 森林の保全
洪水の予測、情報

の提供等
水害保険等

流域内の市街地に
おいて雨水浸透桝
を設置すること
で、流出抑制によ
る河道ピーク流量
低減につながると
考えられる。

自然に洪水を調節す
る作用を有する池、
沼沢、低湿地等が存
在しない。

計画堤防高に満た
ない箇所は存在す
るが、遊水効果が
見込めるような場
所ではない。

霞堤は存在しな
い。

河川と浸水家屋の
間に田んぼがある
箇所については、
輪中堤を整備する
余地はある。

河川と浸水家屋の
間に田んぼがある
箇所については、
二線堤を整備する
余地はある。

水害防備林的な樹
林帯はないが、築
堤区間は概ね背後
地が農地であり、
樹林帯を整備する
余地はある。

対象となる家屋は
それほど多くな
く、適用は可能で
ある。

洪水被害をうける
箇所の大部分は農
地であり、土地利
用規制の効果が期
待できる。

流域のほとんどが
市街化されている
が、一部川沿い等
に水田が残る。

流域のほとんどが
開発されている
が、最上流部に一
部森林が残されて
いる。

浸水想定図、ハ
ザードマップの公
表など被害の軽減
に有効である。

直接的な水害の予
防対策とはならな
いが、被災者の支
援制度として有効
である。

○ × × × ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○

多くの住民の協力
が得られれば効果
が期待できる。

－ － －
氾濫の可能性は残
るが、家屋浸水被
害は解消できる。

氾濫の可能性は残
るが、家屋浸水被
害は解消できる。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、家屋浸水被
害は解消できる。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

避難などに関して
有効である。

事後対策であるた
め、治水効果はな
い。

△ △ △ △ △ △ × × ○ ×

継続的な取組みが
実施されれば、効
果が期待される。

－ － －
氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

氾濫の可能性は残
るが、被害軽減効
果は期待出来る。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

総面積は少ないの
で、貯留効果によ
るピーク流量低減
はほとんど期待で
きない。

超過洪水にも有効
である。

事後対策であるた
め、治水効果はな
い。

△ △ △ △ △ △ × × ○ ×

住民負担・協力が
必要であり、持続
性には助成金等の
補助が必要。

－ － －
定期的な輪中堤の
点検と補修が必要
である。

定期的な二線堤の
点検と補修が必要
である。

樹林帯が河川構造
物等に悪影響を及
ぼさないように維
持管理が必要。

少なくとも家屋の
建て替えまでは効
果は持続する。

建築基準法第39条
災害危険区域指定
等、法的な規制が
必要

土地利用が変化し
ない限り効果は持
続する。

土地利用が変化し
ない限り効果は持
続する。

整備状況に応じ
て、更新が必要と
なる。

－

△ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○

特にない － － －
農地等の面積が減
少するが、軽微で
ある。

農地等の面積が減
少するが、軽微で
ある。

農地等の面積が減
少するが、軽微で
ある。

対象家屋が少ない
ため、大きな影響
はない。

宅地開発などが抑
制されるため地域
振興に影響する。

宅地開発などが抑
制されるため地域
振興に影響する。
一方、農業振興に
つながる。

宅地開発などが抑
制されるため地域
の振興に影響す
る。
一方、林業振興に
つながる。

地域住民への周知
が必要である。

－

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○

地下水の涵養につ
ながり、環境面に
は効果が期待され
る。

－ － － 特にない。 特にない。
川沿いに新たな環
境の創出が期待さ
れる。

特にない。
無秩序な宅地化等
の規制になりマイ
ナス面は少ない。

無秩序な宅地化等
の規制、荒廃農地
の改善になりマイ
ナス面は少ない。

無秩序な宅地化等
の規制、荒廃林地
の改善になりマイ
ナス面は少ない。

特にない。 特にない。

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下水の涵養につ
ながり、流水の正
常な機能の維持に
も効果が期待され
る。

－ － － 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。 特にない。

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補助金や助成金 － － －

堤防用地取得費用
と、堤防整備費
用、維持管理費用
が必要である。

堤防用地取得費用
と、堤防整備費
用、維持管理費用
が必要である。

樹林帯用地の確
保、植樹、維持管
理が必要。

家屋のジャッキ
アップや盛土、ラ
イフラインの接続
の費用が必要。

－ 補助金や助成金 補助金や助成金
解析作業、住民周
知に要する費用

地域住民が保険料
を負担する必要が
ある。

△ △ △ △ △ △ △ △ △

－ － － －
地域との合意形成
が必要

地域との合意形成
が必要

地域との合意形成
が必要

地域との合意形成
が必要。
工場等大きな構造
物は施工が困難。
施工中は仮移転が
必要。

都市計画に関する
議会での承認が必
要

－ －
洪水リスク表示図
を公表済み

－

○ ○ ○ △ △ ○

評価結果

△
（今後検討）

（長期的には効果
が望める）

× × ×

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

×
（他の手法が相当
有利なため、選定

しない）

△
（今後検討）

（長期的には効果
が望める）

×
（効果がほとんど
期待出来ない）

×
（効果がほとんど
期待出来ない）

△
（今後の検討）
（定量的な評価は
できない）

△
（今後検討）

和田川での可能性

施工性

超過洪水に対する効果

治水効果の持続性

計画規模の洪水に対する効果

コスト

流水の正常な機能の維持への影響

地域社会への影響

環境への影響



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 
 

41

和田川 整備計画の目標に対する治水手法（目標規模；65ミリ程度，堤防の嵩上げ） 

 

・計画堤防高に対して、堤防高が不足する箇所の堤防整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修必要区間（65mm）

H.W.L 0.
30

m

図 1.4.5  整備計画の目標に対する治水手法の概要（和田川；堤防の嵩上げ） 

石
津
川

甲斐田川

150
[150]

50
[50]

単位：m3/s
裸字：対象流量
[ ]：基本高水

対象流量 ：河道整備にあたって目標とする河川の流量のこと 
[基本高水]：流域に降った計画規模の降雨がそのまま河川に流れ出た場合（人工 

的な施設で洪水調節が行われていない状態）の河川の流量のこと 
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【整備後の氾濫解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象降雨：65ミリ程度（和田川） 

図 1.4.6  氾濫解析結果（浸水深）【和田川（65mm対応）；堤防の嵩上げ】 

浸水なし 

対象降雨：80ミリ程度（和田川） 対象降雨：90ミリ程度（和田川） 
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流域界 

二級河川

準用河川

普通河川

鉄道 

主要道路

行政界 

1000 2000 3000m 0 

4．河川整備計画の計画対象区間 

本計画の対象は、石津川水系の二級河川指定区間とします。 
その内、石津川、和田川では洪水対策を、石津川では地震・津波対策を実施します。 
なお、維持管理等については、石津川水系の二級河川指定区間で実施します。 

 

表 1.4.3 整備対象区間 

整備内容 河川名 整備対象区間 整備延長 

洪水対策 

石津川 宮本
みやもと

橋
ばし

～平岡
ひらおか

大橋
おおはし

 
(2.9km～3.9km) 

約 1.0km 

和田川 

宮川
みやがわ

橋
ばし

～南川橋
みなみかわばし

 
(2.1km～2.3km) 

約 0.2km 

鳩
はと

塚
づか

橋
ばし

～赤坂
あかさか

橋
ばし

 
(3.1km～4.0km) 

約 0.9km 

 
 
 

5．河川整備計画の計画対象期間 

 

 
 
 

6．本計画の適用 

  
 
 
 
 

 

本計画は、治水・利水・環境の目標を達成するために、現時点での流域の社会状況、自然環境、河

川状況に応じて策定しており、今後、これらの状況の変化や新たな知見・技術の進捗等の変化に応じ

て、適宜、見直しを行うものとします。 

本計画の対象期間は、計画策定から概ね 30年とします。 

図 1.4.7  整備対象区間位置図 

宮本橋 

平岡大橋 

洪水 

対策区間 

洪水対策区間 

洪水対策区間 

宮川橋 

南川橋 
鳩塚橋 

赤坂橋 
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【整備対象区間の設定について】 

石津川の河川整備計画における計画対象区間は、以下のとおり決定しました。 

 

 石津川および和田川は既に時間雨量 50 ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させる能力を有し

ています。 

・当面の治水目標である時間雨量 65ミリ程度の降雨で危険度Ⅱの被害が発生します。 

・時間雨量 65 ミリ程度の降雨を降らせた場合の水位縦断図は、以下のとおりとなり、石津川では流

下能力が不足する箇所、和田川では現況堤防高が時間雨量 65 ミリ程度による水位に満たない区間

を整備対象区間とします。 

 石津川の現在の整備状況の兼ね合いから現況河道の氾濫解析条件は下記のとおりとします。 

 

＜氾濫解析条件＞ 

 ●現況河道（時間雨量 50ミリ（1/10程度）対策済み）で氾濫解析を実施 

 ●河道と氾濫原を一体的に解析し、河道への復流を考慮 

 ●氾濫原のメッシュサイズは 50ｍ 

 ●対象降雨は、時間雨量 65ミリ程度、80ミリ程度、90ミリ程度の 3ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1.4.8 石津川水位縦断図（現況河道：時間雨量 65mm程度） 

図 1.4.9 和田川水位縦断図（現況河道：時間雨量 65mm程度） 
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石津川では時間雨量65ミリ程度の降雨による洪水を対象に整備を行います。 

第 2章 河川整備の実施に関する事項 

第 1節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要 

1. 洪水対策 

石津川及び和田川では、当面の治水目標にしたがい、整備対象区間において河床掘削、築堤等によ

る洪水対策を行います。 
 

(1) 石津川 

 
 

表 2.1.1  整備対象区間と整備内容 

河川名 整備対象区間 整備内容 

石津川 
宮本橋～平岡大橋 

(2.9km～3.9km) 

河床掘削により流下能力の向上を図ります。整備にあたっては、

河床の平坦性を避け、瀬や淵の形成に配慮するなど、自然環境の保

全を図ります。（図 2.1.2） 

流下能力の向上に合わせて、老朽化対策や河床低下対策を併せて

行う必要がある区間については、河川特性を考慮し、適正な河川

断面を検討のうえ整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 整備対象区間平面図（時間雨量 65ミリ程度対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※当該区間では、過去の河川改修により時間雨量 50ミリ程度の降雨に対応した整備が完了しているが、

河川特性による河床低下が著しいため鋼矢板の継ぎ手の開きや腐食などが発生している。また、当面

の治水目標に対応した計画河床高を下回る程に河床低下が進行している箇所もあることから、整備に

あたっては、河床変動調査 24）の結果を踏まえ適正な横断形を設定します。 

図 2.1.2 整備断面例（3.9km地点） 

河床掘削 0.9m 

過去の改修における計画河床高 

当面の治水目標での計画河床高 現況河床高 

20.3m 

33.0m 

5.7m

HWL 

：現況断面

：整備断面

：河床掘削

24）河床変動調査：流水による河床の洗掘、堆積等の状況を把握する調査。 

 

宮本橋 

平岡大橋 

整
備
対
象
区
間 

石
津
川 

整備断面例位置 
（3.9km地点） 
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和田川では時間雨量65ミリ程度の降雨による洪水を対象に整備を行います。 

表 2.1.2  整備対象区間と整備内容 
河川名 整備対象区間 整備内容 

和田川 

宮川橋～南川橋 

(2.1km～2.3km) 堤防の余裕高が不足している区間の築堤を行い、浸水被

害の解消を図ります。（図 2.1.4） 鳩塚橋～赤坂橋 

(3.1km～4.0km) 

 

河口部の護岸・堤防の地震・津波対策として、L２地震動による堤防の沈下等を考慮したうえで、

L１津波が越流しないよう護岸・堤防を整備します。 

また、L１津波を超える津波に対しては、津波が天端を越流した場合であっても、護岸・堤防等の

河川管理施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あるいは、同施設が完全に流出し

た状態である全壊に至る可能性を少しでも減らすといった減災効果が発現できるよう粘り強い構造

とします。 

(2) 和田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地震・津波対策 
 

 

 

 

 

 

 

3. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 

 

 

 

 

4. 河川環境の整備と保全 

 

 

 

(1)河川における連続性の確保 

 

 

 

 

(2)人と自然のふれあいの場の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)水質の改善 

 

 

 

 

 

流水の正常な機能を維持し適正な河川管理を行うため、継続的な雨量、水位の観測データの蓄積

と分析による水量の状況把握を行います。 

 

大阪府では、平成21年度に策定した大阪府自然環境保全条例やその推進方向を示した「みどりの

大阪推進計画」において、これからの15年間で市街化区域の現況緑被率（約13％）を約1.5倍（20％）

にするという目標を掲げて緑化を進めています。石津川は、みどりの風促進区域に指定されており、

今後、河川を基軸とした地域ぐるみの緑化を堺市と協力して推進します。 

具体的には、堺市や地域住民と協働で、河川敷や河川沿いの道路、民有地等において樹木、草花、

地被類等による植栽を行い、良好な河川環境を整備します。 

また、石津川以外の河川においても、地域に憩いと安らぎを与える貴重な空間として身近な人と

自然のふれあえる空間を創出します。 

農業用の井堰や落差工等の河川横断構造物の利用実態の把握に努め、利用実態のない井堰の撤去

や落差工の改善と合わせて水域の連続性の確保に努めます。また、整備にあたっては、堺市や地域

住民等と協力して、水生生物の生息・生育状況の確認や整備効果の予測・検証を行っていきます。 

図 2.1.3 整備対象区間平面図（時間雨量 65ミリ程度対策） 

環境基準を満足することはもとより、多様な生物の生息・生育環境を保全するため、堺市の環境

部局における行政指導や下水道施設等による水質改善とともに、地域住民や学校、NPO等と連携した

ヨシ等の植生の保全・再生等により河川が持つ自然の浄化能力を向上させるなど、環境学習の一環

とした取り組みによる水質改善に努めます。 

また、河口部のヘドロについては、水質汚濁の軽減、河川の氾濫防止、河床の安定化を図るため、

浚渫などの対策を堺市下水道部局と連携して実施していきます。 

河川環境の整備にあたっては、地域が主体となった川づくりを推進し、多様な生物の生息・生育

環境、景観等の保全、水質の改善に努めます。 

図 2.1.4 整備断面例（3.3km地点） 

※当該区間では、基準の余裕高（H=0.8m）が確保できておらず、越水等のおそれがあるため、築堤による嵩

上げ（H=0.3m）を行う。 

 

整
備
対
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宮川橋 

南川橋 

整
備
対
象
区
間 

鳩塚橋 

赤坂橋 

和
田
川 

整備断面例位置 
（3.3km地点） 

19.0m 

16.0m 

3.0m 

HWL

築堤（嵩上げ）H=0.3m 築堤（嵩上げ）H=0.3m 

現況堤防天端 現況堤防天端 

※築堤区間のため余裕高を確保 

3.0m 3.0m 

：現況断面

：整備断面

：河床掘削
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■みどりの大阪推進計画（平成 21年度策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5 みどりの風促進区域イメージ 

■みどりの風 促進区域 

・大阪府は、平成 21年度策定された「みどりの大阪推進計画」の 

具体的施策として、平成 23年 5月に「みどりの風 促進区域」を 

指定（12路線 200km）しました 。 

・石津川については並行する泉北 2号線も含めて促進区域として指 

定し、緑化の整備、保全に努めます。 

（堺市、大阪府と連携して緑化していくことに合意） 

図 2.1.6 みどりの風促進区域位置図 

出典：大阪府 みどりの風促進区域パンフレット 

出典：大阪府 みどりの大阪推進計画 パンフレット 
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第 2節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

 
 
 
 
 

1. 河川管理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.2.1 河川管理施設の点検結果公表         図 2.2.2 河川の維持浚渫 

2. 許可工作物 

 
 
 
 

3. 河川空間の管理 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.2.3 河川巡視の状況           図 2.2.4 ボランティアによる河川清掃 

河川空間の管理にあたっては、より一層、日常的に河川空間が活用され、多くの人が川に親しみ、

愛着をもてるように、さまざまな地域団体の活動や教育機関と連携し、河川美化活動や環境学習の促

進等に努めていきます。 

河川区域で違法に行われている耕作、工作物の設置等を監視・是正するため、定期的に河川パトロ

ールを行うとともに、地域や関係機関との連携により監視体制を重層化します。 

地域住民、NPO、自治体等と協働で定期的な河川美化活動を行うことにより地域住民等の意思を高

めるとともに、日常的なパトロール等においてゴミの回収を適宜行うことで、ゴミのないきれいな河

川空間の維持に努めます。 

河川の維持管理は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境

の整備と保全の観点から、河川の有する治水・利水・環境などの多面的機能を十分に発揮させるよう

適切に行います。 

 

堤防及び護岸等の河川管理施設の機能や河川の所定の流下能力を確保するため、施設の定期点検や

必要に応じた緊急点検を実施し、構造物の損傷、劣化状況の把握に努め、補修箇所の優先順位を定め

て計画的に補修を行います。また、地域住民にも身近な河川管理施設の状況を伝えるため、それらの

点検結果を公表します。 

土砂の堆積、植生の繁茂については、その状況を定期的に調査し、阻害率の高い区間を把握すると

ともに、地先の危険度等を考慮して計画的に土砂掘削等の対策を行います。また、洪水により堤防等

の河川管理施設が被災した際には、二次災害を防止するために応急的な対策を行い、出水後速やかに

機能回復を行います。 

また、維持管理の基本となる河道特性や河川管理施設の情報を整理・蓄積し、河川カルテ25）を作成

するとともに維持管理計画を策定して、計画的かつ効率的な維持管理を行います。 

さらに、石津川の中下流部で顕著にみられる河床低下に対しては、流域全体における河床変動調査

を基に河道の動的平衡状態26）を維持するための対策に取り組みます。 

 

井堰や橋梁等、河川管理者以外が管理を行う許可工作物については、施設管理者に対して河川管理

施設と同等の点検・補修を行わせるなど、河川の疎通能力を低下させないよう適正な維持管理を指導

します。 

25）河川カルテ：河川巡視や点検の結果、維持管理や河川工事の内容等を継続的に記録するものであり、河道や

施設の状態を把握し、適切な対応を検討する上での基礎となる資料。 
26）動的平衡状態：河川の一定区間に流入する土砂量とその区間から流出する土砂量が釣り合って河床高が変動し

ない状態。 
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第 3章 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

第 1節 地域や関係機関との連携に関する事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○雨が降っても河川に流出する量を減らす。      ⇒流出抑制 
○河川堤防の決壊による氾濫をできるだけ回避するなど、 
河川へ出てきた水は可能な限りあふれさせない。   ⇒治水施設の保全・整備 
○河川からあふれても被害が最小限となる街をつくる。 ⇒耐水型都市づくり 
○河川からあふれそうなときはできるだけ早く逃げる。 ⇒情報伝達・避難 

 

 

 

 

 

 

    図 3.1.1  各手法の考え方 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.1 ため池オアシス整備事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 ため池名 事業年度 事業主体 主な整備内容 

光明池地区 光明池 
平成 4年 
～平成 13年 

大阪府 堤体改修、散策路、親水広場 

菰
こも

池
いけ

・下池地区 菰池、下池 
昭和 62年 
～平成 5年 

堺市 
堤体改修、散策路 
花き農園、せせらぎ水路 
多目的広場、植栽 

中ノ池地区 中ノ池 
平成 10年 
～平成 12年 

堺市 
堤体改修、散策路 
さく井、植裁 

金岡地区 
長池、菅池 
森池、堂ヶ池、寺池 

平成 8年 
～平成 19年 

大阪府 
堤体改修、散策路 
オアシス農園、東屋 
多目的広場、植栽 

■石津川流域交流会議（21） 

水害に強いまちづくりをはじめ、環境問題や防災対策等、

石津川流域に暮らす住民が中心となって様々な工夫を話し

合い、住民と行政が互いに情報を共有し、今後の石津川流域

のあるべき姿を目指して取り組む内容について、意見、提言

を取りまとめていく『石津川流域交流会議』が設立・運営さ

れています。 

 本会議の下に減災部会、環境部会を設置し、具体的な取り

組み内容について取りまとめていきます。 図 3.1.3 第 1回 石津川流域交流会議 

の様子（平成 23年 11月 19日開催） 

■ため池オアシス整備事業 

堺市には 600余りのため池があります。ため池は農業用水の供給のため築造されてきましたが、

近年都市化の進展による家庭からの雑排水により、悪臭やヘドロの堆積といった、ため池の環境が

問題となっているところもあります。しかし、一方ため池は地域の水辺や空間といった、地域住民

にとって憩いとやすらぎをあたえる場としての役割を果たすようになってきました。 

堺市では 3地区のため池を「ため池オアシス整備事業」として、老朽化した堤体の改修と併せて、

堤体を散策路として活用し、ため池に溜まったヘドロを浚渫し広場を創出して、植栽、せせらぎ水

路、東屋などを整備しました。現在、花き農園やオアシス農園などとして利用したり、定期的な清

掃活動などの維持管理を通じて、市民にとって、地域にとって「ため池オアシス」として親しまれ

ています。 

図 3.1.2  堺市の取り組み事例（雨水貯留タンク設置助成交付制度） 

出典：堺市パンフレット 

治水施設による対応には限界があることから、雨が降っても河川に流入する量を減らすための流出

抑制にも積極的に取り組みます。 

具体的には、ため池は雨水貯留機能を有することから、大阪府農林部局、堺市及び関係団体等と連

携し、流域内に多数点在するため池の雨水貯留機能の保全やため池管理者に対して大雨に備えるため

の水位低下を呼びかけるなど、治水へのため池の活用手法を検討していきます。また、道路・公園・

学校グラウンド等の公共施設を利用した雨水貯留施設の設置を管理者に働きかけるとともに、住宅な

どの開発行為に伴い事業者に設置を指導して暫定的に設置された調整池等の流出抑制施設を恒久的に

存続させる制度を検討していきます。その他、水源涵養・保水機能維持のための農地・森林の保全や、

河川氾濫や浸水が起こった場合でも、被害が軽減となるまちづくりに向けて、家屋の耐水化や望まし

い土地利用を誘導する等の制度検討を行います。さらに、地域住民に対して各戸貯留施設の設置によ

り流出量を低減させるなどの意識を向上させる啓発活動を進めていきます。 

石津川流域では、地域住民の代表者で構成される石津川流域交流会議 27）が設立・運営されており、

水害に強いまちづくりや今後の石津川流域のあるべき姿を目指し、行政と地域住民が一体となって取

り組むべき内容等について話し合いを進められているため、引き続き情報共有に努め、地域での取り

組みを支援していきます。 

アドプト・リバー・プログラムの認定団体や不法投棄を監視する「河川の見守り隊」等、さまざま

な地域活動が盛んに行われていることから、必要に応じて河川へ降りる階段の整備等の地域活動を促

進する支援を地域住民の意見を聞きながら進めていきます。 

さらに、流域では、河川やため池などの水辺空間を活用した地域活動が盛んに行われていることか

ら、陶の里水系協議会と同様の活動が流域全体に広がるように、多様な主体との協働・連携を図り、

水と緑に親しみ文化にふれあう空間づくりを進めていきます。 

27）石津川流域交流会議：水害に強いまちづくりをはじめ、環境問題や防災対策等、石津川流域に暮らす住民が中心となって

様々な工夫を話し合い、住民と行政が互いに情報を共有し、今後の石津川流域のあるべき姿を目指して取り組む内容につ

いて、意見、提言を取りまとめていくために設立・運営されています。本会議の下に減災部会、環境部会を設置し、具体

的な取り組み内容について取りまとめていきます。 
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第 2節 河川情報の提供に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川氾濫や浸水に対しては、住民が的確に避難行動をとれるよう、堺市と連携し、①現状の河川氾

濫・浸水による危険性の周知、②必要な情報の提供及び伝達、③住民の防災意識の醸成に努めます。

なお、情報提供にあたっては、行政からの一方的なものにとどまらず、過去の浸水被害の情報等の聞

き取りなどを行い、地域特性に応じた情報の双方向伝達システムの構築に努めます。 

具体的には、様々な降雨による地先の危険度をわかりやすく周知する洪水リスク表示図の作成及び

公表を行い、地域単位でのワークショップの開催等によって地域住民へ洪水リスクの周知を図るとと

もに、過去の災害実績や避難経路の確認等を行うことで、洪水だけでなく土砂災害等の地域特有の災

害リスクを踏まえ住民が自ら行動できる避難体制づくり（自主防災組織づくりや防災リーダーの育成

等）に取り組みます。また、現在実施しているホームページ等での情報提供（雨量、水位）に加え、

地上波デジタル放送の活用についても取り組み、堺市が発表する避難情報や住民の自主避難の参考と

なる情報を提供できるよう、より効果的な手法の検討に努めます。 

東日本大震災のような計画を超える規模の地震津波災害に対しても流域市と連携した的確な情報提

供を通じて、住民の安全な避難行動や地域防災活動を支援することにより被害の軽減に努めます。 

図 3.2.2 洪水リスク図の利用イメージ 

図 3.2.4  地上波デジタル放送の活用イメージ 

出典：大阪府ホームページ 

図 3.2.3 おおさか防災ネット 

出典：堺市ホームページ 

図 3.2.5 防災マップ作成作業イメージ 

図 3.2.1 洪水リスク図の開示状況 

 
ＴＶ画面 


